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≪国保連合会の処理日程≫ 
１．事業所の請求から介護給付費支払まで 
 

サービス提供月の翌月 サービス提供月の翌々月 

    19 日  月末まで 4 日前後 
            

10 日 １日 前後

            
請求受付期間  介

護
給
付
費
の
支
払 

請
求
締
切
日 

 
 支払通知の送付 審査結果通知の送付 
 ・介護給付費等支払決定額通知書 ・介護保険審査決定増減表 

・介護給付費等支払決定額内訳書 ・介護保険審査増減単位数通知書  
・請求明細書･給付管理表返戻(保留)一覧表  
・介護給付費過誤決定通知書 

 ・介護給付費再審査決定通知書 
 ・

 
① 上記日程の「請求締切日：10 日」は厳守ですが、「審査結果通知の送付：4 日」「支払通知の送付：19 日」は基準日ですので月によって前 

後します。 
② 「審査結果通知」と「支払通知」は介護給付費の請求媒体を伝送で届出をしている事業所は伝送で、磁気媒体（ＦＤ、ＭＯ）または帳票

で届出をしている事業所は郵送しています。 
③ 月初めに送付する「審査結果通知」は請求に間違いがなければありません。 

   また、「介護給付費過誤決定通知書」「介護給付費再審査決定通知書」も過誤や再審査がなければありません。 
④ 「審査結果」は次回の請求に間に合うように送付しています。返戻となった明細書については 10 日までに修正して再請求してください。 
  減単位や、保留となった明細書については、関係の事業所等と連絡・調整をしてください。 
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２．要介護の認定申請（変更申請）から連合会マスターへの登録まで 
 

この間約 30 日  

  

  

翌々月翌月
月末 

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要介護認定の申請（変更申請）から認定まで通常 30 日程度です。手続きの不備等があれば 30 日以上の日数がかかります。 
  図のような場合は、申請（変更申請）の翌月に介護給付費を請求してもＰ０エラー（市町村の認定情報が未登録）、変更申請の場合はＰＡエ

ラー（市町村の認定変更が未決定）になり返戻となります。要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定決定日等を確認して

連合会マスターへの登録が終了する月以降に請求してください。 
 
 

変
更
申
請
の
場
合
は 

連
合
会
へ
変
更
申
請
日
か
ら 

「
変
更
申
請
中
」
の
届
出 

保
険
者
か
ら
連
合
会
へ 

要
介
護
者
認
定
の
届
出 

保
険
者
で
の 

「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
て
決
定 

事
業
所
か
ら
の
請
求
と 

要
介
護
者
マ
ス
タ
ー
と
の
チ
ェ
ッ
ク

保
険
者
が
被
保
険
者
へ 

「
被
保
険
者
証
」
送
付 

保
険
者
へ
認
定(

変
更)

申
請 

１日 ５日 10 日５日
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３．事業所の取り下げ依頼から連合会への再請求まで 
 

取り下げ依頼当月 取り下げ依頼翌月以降 

    4 日  月末

             

１日 20 日10 日 10 日前後

             

 保
険
者
か
ら
連
合
会
へ
過
誤
申
立

事
業
所
か
ら
連
合
会
へ
再
請
求 

連合会にて事
業
所
か
ら
連
合
会
へ 

過誤処理  
連合会から事業所へ  
「介護給付費過誤決定通知書」

の送付 
 

取
り
下
げ
依
頼 

 
 
 
 
 
 
 

① 「取り下げ依頼の締切日：10 日」「受付締切日：10 日」は厳守ですが、「介護給付費過誤決定通知書：4 日」は基準日ですので月によって

前後します。 
 

② 再請求する場合は必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で過誤になった事を確認してください。過誤が決定されないうちに再請求さ

れるとＮ４エラー（過去に同じ請求明細書を提出済）になり返戻となります。 
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４．国保連合会でのチェックと支払までの流れ 

請求書
請求明細書

サービス事業所

国保連合会

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格

保険者（市町村）都道府県庁

チェック

事業所台帳
受給者台帳と

の突合
上限

チェック

給付管理票
と請求明細
書の突合

台帳情報
送付

　　　 受給者台帳　　事業所台帳 台帳
情報
送付

事業所台帳
・被保険者番号、氏名
・要介護状態区分
・サービス計画作成事業所

   ・事業所番号
　　・開設日、廃止日
　　・各加算体制　等

※地域密着型事業所、
基準該当事業所分

決定：請求した分が国保連から事業所へ支払われ
　　　　る。台帳情報

送付

査定：請求した分の一部が国保連から事業所へ
　　　　支払われる。

受給者台帳事業所台帳
保険者（市町村）が国保連に
登録している受給者の情報

都道府県が国保連に登録
している事業所の情報

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能型事業所

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳
受給者台帳と

の突合 返戻：給付管理票に誤りがあったため、国保連に
　　　　登録されずに返却された
※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと

決定：給付管理票が正しく国保連に登録された

返戻：請求明細書に誤りがあったため、国保連から
　　　　事業所へ返却された。支払いはない。
※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと

保留：請求明細書に誤りはないが、給付管理票が
　　　　提出されなかったため、支払いが行われない
　　　　決められた期間内に給付管理票が提出され
　　　　れば国保連から事業所へ支払いが行われる
※保留の有無、期間は国保連ごとに異なる
※原因、対応方法はエラーコード「保留・返戻」を
　参照のこと
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５．給付管理票 「新規」「修正」「取消」 

  給付管理票の作成区分には「新規」、「修正」、「取消」の３つの区分があります。それぞれの区分の取扱いは以下のとおりです。 

国保
連合会

審査
チェック

給付管理票

【新規】

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能型事業所

返戻：給付管理票に誤りが
　　　　あったため、国保連に
　　　　登録されずに返却された
※原因、対応方法はエラーコー
ド解説を参照

決定：給付管理票が正しく
　　　　国保連に登録された

国保連に登録されている給付
管理票の一部を修正したい。

国保連に登録されている給付
管理票を取消ししたい。

正しい給付管理票を再度提出
する。

給付管理票の作成区分
【修正】で再度提出する

給付管理票

【修正】

給付管理票の作成区分
【取消】で再度提出する

給付管理票

【取消】

給付管理票の作成区分
【新規】で提出する

給付管理票

【新規】
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介護保険審査決定増減表 
事業所番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所名 □□介護事業所                             １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 
 

請 求 差 返   戻 査 定 増 減 保 留 分 保留復活分 
保険者番号 

サービス 
提供年月 件数 

金額 
特定入所者介護費等

件数 
単位数 

特定入所者介護費等
件数 

単位数 
特定入所者介護費等

件数 
単位数 

特定入所者介護費等
件数 

単位数 
特定入所者介護費等

備 考 

 

 

 
     

  
   

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

             

             

             

             

 

 

            

           
合計 

③「返戻 件数」、「返戻 単位数・特定入所者介護費等」 
審査チェックで返戻となった請求明細書の件数、単位数、特定入所者

介護費等（請求があった場合）が表示されます。 

「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」の内容を保険者番号

別、サービス提供年月別に集計したものの返戻分（保留分を除く）が

表示されます。 

⑥「保留復活 件数」、「保留復活 単位数･特定入所者介護費等」 
審査チェックで保留となった請求明細書で給付管理票の提出により

保留が復活し、支払されるものの件数、単位数、特定入所者介護費

等（請求があった場合）が表示されます。 

保留が復活する請求明細書の内容を保険者番号別、サービス提供

年月別に集計したものが表示されます。 

④「査定増減 件数」、「査定増減 単位数・特定入所者介護費等」 
審査チェックで減単位または増単位となった請求明細書の件数、単

位数、特定入所者介護費等（請求があった場合）が表示されます。 

「介護保険審査増減単位数通知書」の内容を保険者番号別、サービ

ス提供年月別に集計したものが表示されます。 

⑤「保留 件数」、「保留 単位数・特定入所者介護費等」 
審査チェックで保留となった請求明細書の件数、単位数、特定入

所者介護費等（請求があった場合）が表示されます。 

「請求明細書･給付管理票返戻（保留）一覧表」の内容を保険者番

号別、サービス提供年月別に集計したものの保留分が表示されま

す。 

①「請求差 件数」、「請求差 金額・特定入所者介護費等」 
「合計」欄に、請求書情報（各請求明細書の合計を集計した

もの）と、今回審査決定された請求明細書１件毎を積上げて

合計したものとの差が表示されます。 

②「合計」 
各項目の合計が表示されます。 

 

※１ この表は請求のあった介護給付費のうち、審査決定に際し、請求書と請求明細書の積上げとの差、返戻、査定増減、保留のあったものについて通知するものです。 

※２ 保留復活分については、前月まで保留されていたものが、復活したものです。 

※３ 下段は特定入所者介護サービス費等です。 
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介護保険審査決定増減表の見方について 

 この表は、国保連が毎月末～月初めに同時に送付している「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」「介護保険審査増減単位数通知書」の

内容を集計したものです。 

なお、この表は「請求明細書」について表示しており、「給付管理票」についての表示はしていません。 

また、保留復活分についても明細は表示されていません。 

 

①「請求差」 

   この欄には、各事業所から請求と一緒に提出された「介護給付費請求書情報」（紙請求では「介護給付費請求書」）の請求金額と「介護給付費

請求明細書情報」（紙請求では「介護給付費請求明細書」）を集計した請求件数、請求金額とを突合し、「介護給付費請求書」が多ければマイナス

（－）表示、少なければプラス（＋）表示をしています。 

表示方法は、１行に２段となっており、上段に請求件数・請求金額、下段に特定入所者介護費等に関する請求件数・請求金額を表示していま

す。 

 

ポイント！ 

「請求差」の「合計」欄マイナス（－）表示・・・「介護給付費請求書情報」の数値＞「介護給付費請求明細書情報」の集計値 

「請求差」の「合計」欄プラス （＋）表示・・・「介護給付費請求書情報」の数値＜「介護給付費請求明細書情報」の集計値 

 

(1)「返戻」がある場合 

 返戻がある場合、件数・金額ともマイナス（－）としてカウントし、「請求差」の「合計」欄には、マイナス（－）表示されます。 

＜例 1＞ 

「返戻」1 件・500 単位の請求明細書（介護保険請求額 4,500 円、公費の請求無し） 

⇒「請求差の件数」欄は｛-1｝、「請求差の金額」欄は｛-4,500｝と表示されます。 

また、この明細書が公費併用で公費 1 割負担であれば「請求差の件数」欄は｛-2｝、「請求差の金額」欄は｛-5,000｝と表示されます。 

(2)「査定増減」がある場合 

査定により減単位があった場合は、「請求差」の「合計」欄には金額（介護保険請求額＋公費分請求額）のみがマイナス（－）表示されます。

件数はカウントしませんので、｛0｝の表示となります。 
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(3)「保留分」がある場合 

(1)の「返戻」と同様に、保留になった請求明細書分がマイナス（－）表示となります。 

(4)「保留復活分」がある場合 

 給付管理票が国保連に提出されていなかった事で保留になっていた「介護給付費請求明細書」が、給付管理票が提出されたことで当月請求さ

れたことになった請求明細書分については、プラス（＋）で表示されます。 

  (5)「返戻」「査定増減」「保留分」「保留復活分」がないのに、「請求差」の「合計」欄に表示がある場合 

    または、「返戻」「査定増減」「保留分」「保留復活分」があるが、(1)～(4)の合計値が「請求差」件数・金額と一致していない場合 

   提出された介護給付費請求書情報に数値の誤りがあると考えられます。 

請求時点の介護給付費請求書情報（紙請求では「介護給付費請求書」）と「介護給付費請求明細書情報」（紙請求では「介護給付費請求明細書」）

を確認してください。確認の結果、介護給付費請求書情報の数値誤りであれば、対応の必要はありません。（国保連は「介護給付費請求明細書情

報」の集計金額をお支払いします。） 

 

 

 

ポイント！ 

「返戻」がある場合、件数・金額ともマイナス（－）としてカウントし、「請求差」の「合計」欄には、マイナス（－）表示されます。 

「査定減」がある場合、「請求差」の「合計」欄には金額（介護保険請求額＋公費分請求額）のみがマイナス（－）表示されます。 

＜例＞ 

「返戻」1 件・300 単位（介護保険請求額 2,700 円、公費の請求無し） 

「査定減」1 件・－50 単位（介護保険請求額 450 円、公費の請求無し） 

⇒「請求差」の「合計」欄 には件数｛－1｝、金額｛－3,150｝と表示されます。 

  ※件数｛－1｝（返戻の 1 件）、金額｛－3,150｝（返戻分の保険請求額 2,700、査定増減の保険請求額 450） 
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②「合計」（請求差合計欄は①参照） 

各項目の合計が表示されます。 

各項目には「件数」「単位数」「特定入所者介護費等」を表示していますが、表示方法は１行に２段となっており、上段は請求件数・請求金額

を、下段には特定入所者介護費等に関する請求件数・請求金額です。 

 

③～⑥「返戻」・「査定増減」・「保留分」・「保留復活分」 

上記４欄には、各事業所から請求のあった「介護給付費請求明細書」について、「返戻」「査定増減」「保留分」「保留復活分」を保険者番号別、

サービス提供年月別に集計したものを表示しています。「請求差」については、事業所の合計を表示しています。 

   各項目には「件数」「単位数」「特定入所者介護費等」を表示していますが、表示方法は１行に２段となっており、上段は請求件数・請求単位

数を、下段には特定入所者介護費等に関する請求件数・請求金額です。 

    

 

 

ポイント！ 

「査定増減 件数」欄には「介護保険増減単位数通知書」に表示されているものをカウントして表示しますが、「請求差」の「合計件数」欄

にはカウントされません。 

※「査定増減」は、単位数の増減であって、明細書合計件数に増減はないため、「介護給付費請求書情報」の件数数値と「介護給付費請求明

細書情報」の件数集計値に差異はありません。 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 9970000000 平成１９年９月審査分                                          平成００年００月００日 

                                                                                                                        １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 事 業 所 名 □□介護事業所 

○○県介護給付費審査委員会 
 

保険者番号 
被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス 

提供年月 

サービス 

種類コード 

サービス 

項目コード 
増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

   

 
  

  

 
 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

①「保険者番号」「被保険者番号」、 
「被保険者氏名」 

減点（または増点）となった請求明細書等の保

険者番号と被保険者番号に該当する受給者

情報の被保険者氏名が表示されます。 

②「サービス提供年月」 
減点（または増点）となった請求

明細書等のサービス提供年月が

表示されます。 

⑤「事由」 
減点（または増点）となった請求明細書等

の減点（または増点）の事由がアルファベッ

ト１文字の記号で表示されます。 

記号の内容は、表の右下にある「事由記号

の内容」を参照してください。 

③「サービス種類コード」、「サービス項目コード」

減点（または増点）となった請求明細書等の該当

のサービスコードが表示されます。 

⑥「内容」 
減点（または増点）となった請求明細書等の減点（または増点）

内容が表示されます。 

上段に減点（または増点）の事由、下段に「確定単位数」（実際

に支払される単位数）と「請求単位数」（請求明細書に記載され

ている請求単位数）が表示されます。 

④「増減単位数」 
減点（または増点）となった請求

明細書等の単位数が表示されま

す。 

 

○事由記号の内容 

上限審査分 出来高分 

記号 内容 記号 内容 

C 適応と認められないもの 

D 過剰と認められるもの 

A 給付管理票に実績が記載されていないもの 

E 重複と認められるもの 

F 担当規程に反するもの B 給付管理票の実績を超えるもの 

G 前記の外、不適当、不必要と認められるもの 
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介護保険審査増減単位数通知書の見方について 

この通知書は、各事業所から請求のあった「介護給付費請求明細書」について、国保連の審査により減点（または増点）となったものを一覧表に作成しているものです。 

 

①「保険者番号」「被保険者番号」「被保険者氏名」 

減点（または増点）となった請求明細書等の保険者番号、被保険者番号と被保険者番号に該当する被保険者氏名（カナ）が表示されます。 

 

②「サービス提供年月」 

減点（または増点）となった請求明細書等のサービス提供年月が表示されます。 

 

③「サービス種類コード」「サービス項目コード」 

減点（または増点）となった請求明細書等の該当のサービスコードが表示されます。 

 

④ 増減単位数 

減点（または増点）となった請求明細書等の減単位数（または増単位数）が表示されます。 

 

⑤「事由」 

減点（または増点）となった請求明細書等の減点（増点）の事由が表示されます。 

事由記号の内容 

 「Ａ」・・・・居宅介護支援事業所から提出された該当被保険者の給付管理票に、サービス事業所から請求された請求明細書のサービス実績（サービス計画）

が入力（記入）されていないもの。（Ｐ１２参照） 

 「Ｂ」・・・・居宅介護支援事業所から提出された該当被保険者の給付管理票について、サービスの実績（サービス計画）とサービス事業所から請求された請

求明細書の単位数を比較して、請求明細書の請求単位数が多く請求されていたもの。（Ｐ１３参照） 

 「Ｃ～Ｇ」・・審査委員会の決定等により減点されたもの。 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 9970000000 平成１９年９月審査分                                          平成００年００月００日 

                                                                                                                        １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 事 業 所 名 □□介護事業所 

○○県介護給付費審査委員会 
 

保険者番号 
被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス

提供年月

サービス 

種類コード

サービス 

項目コード 
増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

0000000001  
990000 

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
H19.8 15 1431   

 
 

0000000001  
990000 

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
H19.8 15 5200  

 

 

 

0000000001 給付管理票に実績が記載されていないもの 
990000 

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
H19.8 15 5302 -4,924 Ａ 

確定単位数（    ０単）請求単位数（ ４９２４単）

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

 

内容・・給付管理票に実績が記載されていないもの 事由記号＝Ａ 
原因・・請求された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所から提出されているが、その中に該当のサービス事業所の該当サービスの実績（計画単位数）が

入力（記載）されていない場合。 
この場合、一覧表の内容欄に表示される確定単位数は０単位となります。 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所に連絡し、給付管理票に実績を入れてもらう必

要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。減単位された（０単位となった）請求明細書については、返戻となっているわけではない（０円の支

払いがされたという処理になっている）ので、再度請求する必要はありません。給付管理票が正しく修正されれば、給付管理票が修正された年月の審査分で減単位さ

れていた金額がサービス事業所に支払われます。 
「給付管理票に実績が記載されていないもの」についての具体例（請求明細書に誤りが無かった場合） 
 

 

 

 

 

 

より下は給付管理票が誤っていた場合の処理 

請求明細書 
Ａ事業所 

Ｄ被保険者 

 

請求単位数 100単位 

給付管理票 
Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ｂ事業所  500単位 

Ｃ事業所  300単位 

同一被保険者、同一サービス年月の「請求明細書」（Ａ事業所から請求）と「給付管理票」を突合したところ、給付管理票にはＡ

事業所のサービス計画が入力（記載）されてないため、Ａ事業所の請求100単位は減額となります。 

突合 

給付管理票 
Ｄ被保険者 
 

サービス計画 

Ｂ事業所  500単位 

Ｃ事業所  300単位 

Ａ事業所  100単位

「Ａ事業所100単位」のサービス計画を入れた給付管理票を「修正」で作成し、提出しま

す。 例えばこの処理が平成１９年５月請求時に行われた場合は、平成１９年５月審査分で、

Ａ事業所に100単位分の支払がされます。 

修正 

０単位で決定 

 給付管理票が修正されたら、減点されていた 100 単位が支

払されます。 

給付管理票の修正により復活した支払金額は、本会作成の「介護給付費再審査決定通知書」

により詳細な情報が通知されます。 

給付管理票の修正 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 9970000000 平成１９年９月審査分                                          平成００年００月００日 

                                                                                                                        １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 事 業 所 名 □□介護事業所 

○○県介護給付費審査委員会 
 

保険者番号 
被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス

提供年月

サービス 

種類コード

サービス 

項目コード 
増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

0000000002  
990000 

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
H19.8 16 1421   

 
 

0000000002  
990000 

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
H19.8 16 5100  

 

 

 

0000000002 給付管理票の実績を超えるもの 
990000 

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
H19.8 16 5200 -1,088 Ｂ 

確定単位数（ ５４２７単）請求単位数（ ６５１５単）

 

   
 

    
 

 

 

   
 

     
 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

 

 

 

請求明細書 
Ａ事業所 

Ｄ被保険者 
 
 
請求単位数 200単位 

給付管理票 
Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ａ事業所  100単位 
Ｂ事業所  300単位 

100単位で決定 給付管理票の修正 

給付管理票に記載されているＡ事業所の計画単位数が「100単位」とな

っているため、200単位を請求したＡ事業所は、100単位減額され、100

単位のみの支払となります。 給付管理票に誤りがあった場合は、給付

管理票を修正します。基本的には、上の（注４）で説明している内容

と同一の処理になります。（給付管理票が修正されれば、減額されて

いた100単位分が支払われます。） 

給付管理票 
Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ａ事業所  200単位 

Ｂ事業所  300単位 

修正突合 

原因・・請求された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所から提出されていて、その中に該当のサービス事業所の該当サービスの実績（計画単位

数）が入力（記載）されているが、その給付管理票の計画単位数が請求明細書の請求単位数よりも少なかった場合。 
この場合、確定単位数は給付管理票の計画単位数と同じ単位数になります。 

対応・・基本的な対応については、「給付管理票に実績が記載されていないもの」と同様となります。 
 
「給付管理票の実績を超えるもの」についての具体例（請求明細書に誤りが無かった場合） 
 

内容・・給付管理票の実績を超えるもの 事由記号＝Ｂ 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所                             １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 
 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

   
 

 
 

 
  

 

  

  
 

 
 

 
  

  

 
      

 

  

 
      

 

  

  

  
   

 

  
      

  

  

  
      

     
   

  

  

 
      

 

  

  
      

①「被保険者氏名」 
返戻（または保留）となった請求明細書等

の被保険者番号に対する被保険者氏名

が表示されます。 

②「種別」 
返戻（または保留）となったものの種別が表示され

ます。 

「請」･･･ 請求明細書（サービス計画費を除く）

「サ」･･･ サービス計画費（ケアプラン料） 
「給」･･･ 給付管理票

③「サービス提供年月」 
返戻（または保留）となった請求明細

書等のサービス提供年月が表示され

ます。 

④「サービス種類」 
返戻（または保留）となった請求明細書

等のサービス種類が表示されます。 

⑤「単位数（特定入所者介護費等）」 
返戻（または保留）となった請求明細書等

の単位数または特定入所者介護費が表

示されます。 

⑥「事由」 
返戻（または保留）となった請求明細書

等の事由に対する大まかな分類コード

が表示されます。 

⑦「内容」 
返戻（または保留）となった請求明細書

等の返戻（または保留）の内容（事由）が

表示されます。 

⑧「備考」 
返戻（または保留）となった請求明細書等の

返戻（または保留）の内容（事由）を「介護保

険審査チェックエラーコード」一覧表のコード

で表示します。（Ｐ１８～２４参照） 

 
※ 種別 ：サ･･･サービス計画費請求明細書、 請･･･請求明細書、 給･･･給付管理票 
※ 備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業所から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表の見方について 
 

各事業所から請求等のあった「介護給付費請求明細書」及び「給付管理票」について、チェックを行いエラーとなったものを返戻（保留）として

います。 
この一覧表は、この返戻（保留）となった「介護給付費明細書」及び「給付管理票」を各事業所へ通知するために作成しています。 
主なチェックは、次のとおりです。 

(1)必要箇所への入力（記入）漏れ、入力（記入）誤りがあるもの。 
 (2)請求明細書等の請求額等に計算誤りがあるもの。 
 (3)該当被保険者の資格に関する情報（受給者台帳）、該当事業所の届出情報等と突合して、一致しなかったもの。 
 (4)請求明細書や給付管理票を重複して請求したもの、また、登録されていない給付管理票に対して「修正」の給付管理票が出されたもの。 
 (5)その他、審査チェックでエラーとなったもの。 

 
各項目の説明 （前ページの①～⑧に対応しています。） 
 ①「被保険者氏名」 

   請求明細書等に入力（記入）された「保険者番号」・「被保険者番号」と保険者が本会へ登録している“受給者台帳”とを突合し、“受給者台帳”

に登録されている「被保険者氏名」を表示しています。そのため、「保険者番号」・「被保険者番号」のどちらかでも（両方でも）入力（記入）誤

りがあると、請求していると思っていた被保険者と違う「被保険者氏名」が表示されます。また、“受給者台帳”に登録が無い場合は表示されま

せん。再請求の場合は、「保険者番号」・「被保険者番号」を確認して提出してください。 
   
 ②「種 別」 

   返戻（保留）となったものの請求種別が表示されます。 
    「請」･･･ 請求明細書（サービス計画費を除く） 
    「サ」･･･ サービス計画費（ケアプラン料） 
    「給」･･･ 給付管理票 
   返戻（保留）になっているものがどの種別かを必ず確認して、再提出（再提出の必要があるもの）して下さい。 
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 ③「サービス提供年月」 
   返戻（または保留）となった請求明細書等のサービス提供年月を表示しており、請求年月ではありません。 

    
 ④「サービス種類」 
   返戻（または保留）となった請求明細書等のサービス種類をコードで表示します。 
   請求明細書・給付管理票１件に複数のサービスがあり、全てのサービスに該当するエラーがある場合は、全サービスコード分を表示します。 

その中の一部のサービスコード分のみがエラーとなった場合は、エラーとなったサービスコード分のみの表示となります。ただし、一部のサー 
ビスコード分の返戻（または保留）しか表示されていなくても、請求明細書・給付管理票は１件全部の返戻（または保留）となります。 

   サービス種類欄が空欄は給付管理票の「合計情報」（サービス計画の合計）です。 
 
 ⑤「単位数（特定入所者介護費等）」 
   返戻（または保留）となった請求明細書等の単位数または特定入所者介護費等を表示します。 
   請求明細書・給付管理票１件に複数のサービスがあり、全てのサービスに該当するエラーがある場合は、全サービスコード分の単位数を表示

します。その中の一部のサービスコード分のみがエラーとなった場合は、エラーとなったサービスコード分の単位数のみの表示となります。 
   また、特定入所者介護費等については、単位数ではなく、「費用額合計」の表示となります。 
 
 ⑥「事 由」 
   請求明細書等が返戻（または保留）となった事由をアルファベット１文字で表示します。 
    事由記号の内容 
     「A」･･･請求明細書等の基本的な項目に対する入力（記入）誤り、入力（記入）漏れ等で、審査処理で一次チェックエラーとなったもの 
     「B」･･･本会の審査システムに保険者が登録する“受給者台帳”や県が登録する“事業所台帳”と請求明細書等を突合し、不一致として 

エラーとなったもの。また、当月以前に請求又は登録のあった請求明細書や給付管理票に対して、再度請求または登録しようと 
してエラーとなったもの。登録の無い給付管理票に対して修正をしようとしてエラーとなったもの等、審査処理で資格チェック 
エラーとなったもの。 

     「C」･･･請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。 
         この場合、一覧表の備考欄に「保留」のものと「返戻」となるものがあります。 
     「E」･･･介護保険審査委員会で返戻となったもの。 
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 ⑦「内 容」 
   請求明細書等が返戻（または保留）となった原因の項目とコメントを表示します。 
   この欄を参照して請求明細書等の修正等をしてください。 
 
 ⑧「備 考」 

請求明細書等が返戻となった原因を２文字のコード（アルファベットと数字の組合せ）で表示します。 
２文字のコード又は「返戻」が表示されている場合は返戻です。エラーの原因と対応については、２文字のコード「エラーコード」毎に代表

的なものをエラーコード解説に掲載していますのでご参照ください。 
「保留」が表示されている場合の原因と対応については、エラーコード｢保留｣を参照してください。 
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コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ 返戻事由（５０）

×３　　 ・・・ カテゴリ　A：形式不正 B：項目属性不正 C：二重登録（一次） D：台帳突合エラー（一次）  E：ｻｰﾋﾞｽ提供年月誤り（一次）
　　　　　　　　　　　　　G：緊急時情報関連（資格）   H：特定情報関連（資格）　N：二重登録（資格） P，Q，V：台帳突合誤り（資格） 
　　　　　　　　　　　　　R：償還エラー S：計算誤り   T：数値不正（一次）　　 U：数値不正（資格）　Y：医療　 Z：その他エラー
×４ 　 ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）

一次：レコードフォーマットに誤りがあります。（項目数不正） レコード形式（項目数）誤り
一次：請求明細書のレコード種別の組み合わせに誤りがあります。 請求明細書のレコード種別の組合わせ誤り
一次：必要なレコードでないものがあります。 不要なレコードあり
一次：レコード件数が規定の件数を超えています。 レコード件数が規定件数を超過
一次：コントロールレコードのデータ種別に対する交換情報識別番号に誤りがあります。 データ種別に対する交換識別番号の不整合
一次：介護給付費請求明細書の基本情報レコードが存在しません。 請求明細書の基本情報レコード未登録
一次：償還連絡票の償還明細情報レコードが存在しません。 償還連絡票の償還明細情報未登録
一次：償還明細情報レコードに対応する償還連絡票情報が存在しません。 償還明細情報レコードの連絡票情報未登録
一次：ＣＳＶの形式に誤りがあります。 ＣＳＶ形式誤り
一次：一項目の長さが大きすぎます。 項目長が規定を超えてます
一次：償還連絡票にフォーマットエラーがある為、無効な明細書とします。 償還連絡票の形式エラーにより明細書無効
一次：過誤・再審査回数が不正に設定されています。 過誤・再審査回数誤り
一次：コントロールレコードの送付元と送付内容の関係に誤りがあります。 送付元と送付内容の関係誤り

14 一次：該当保険者は当該業務を委託していません。 該当保険者は業務委託外
一次：必須項目であるのに値が存在しません。 必須項目が未設定
一次：この項目は、設定不可項目です。 当項目は設定不可
一次：数値ではない値が設定されています。 数値項目に数値以外を設定
一次：日付の形式に誤りがあります。 日付の形式誤り
一次：集計情報が複数レコード存在します。 集計情報が複数レコード
一次：規定外のコードが設定されています。 規定外コードを設定
一次：規定の最大桁数を超えています。 規定の最大桁数を超過
一次：往診日数と往診医療機関名の関係に誤りがあります。 往診日数と往診医療機関名の関係に誤り
一次：通院日数と通院医療機関名の関係に誤りがあります。 通院日数と通院医療機関名の関係に誤り
一次：公費負担者番号が設定されているにも関わらず公費受給者番号又は公費給付率が設定されていません。 公費受給者番号又は公費給付率が未設定
一次：基本情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しません。 基本キー項目と関連情報不一致
一次：交換情報識別番号（介護給付費明細書様式）とサービス種類の関係に誤りがあります。 様式番号とサービス種類の不整合
一次：半角のエリアに全角の文字が設定されています。 半角エリアに全角文字を設定
一次：全角のエリアに半角の文字が設定されています。 全角エリアに半角文字を設定
一次：中止年月日と中止理由コードまたは退所（院）年月日と退所（院）後の状態の関係に誤りがあります。 年月日と中止理由又は退所後の状態不整合
一次：償還連絡票情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しません。 償還連絡票情報キー項目と関連情報不一致
一次：集計情報又は食事情報に一致するサービス種類コードが存在しません。 集計又は食事情報に一致サービス種類無
一次：明細情報に一致するサービス種類コードが存在しません。 明細情報に一致するサービス種類コード無
資格：同一サービスに同じ公費給付率の公費請求が複数存在しています。 同一サービス同一公費給付率複数有
一次：給付管理票の中で、給付管理票作成区分コードが統一されていません。 コード値が給付管理票内で不統一
一次：被保険者番号のコードが不正です。 被保険者番号のコード誤り
一次：生活保護者以外の公費への請求は、受け付けられません。 生活保護以外の公費請求は受付対象外
一次：証記載保険者番号が統一されていません。 証記載保険者番号が不統一
一次：被保険者番号が統一されていません。 被保険者番号が不統一

13

項
目
属
性
誤
り

（
Ｂ

）

2
3

6

4
5

10
11
12

22

20
21

15
16
17

9
A7
A8

形
式
誤
り

（
Ａ

）

AC
AD

7
8

1

AB

A0
A1
A2

A9
AA

A5
A6

A3
A4

エラーコード一覧

コード名称：審査チェックエラーコード　=>　返戻事由と共有する
コード概要：審査において、一次チェック、資格チェックを行ったときにエラーとなった項目に設定するコード及び返戻一覧に出力する返戻事由コード

返戻
記号

エラー
記号

項番

18

23

29

25
26
27
28

19

24

30
31
32
33
34
35
36

BK
BL

B7
B8

BH

B6

B0
B1
B2
B3
B4

BJ

B9

BF

BC

37
38

BE

BG

BU

BM
BN
BQ
BR
BS

BV
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

一次：サービス提供年月が統一されていません。 サービス提供年月が不統一
一次：支援事業所番号が統一されていません。 支援事業所番号が不統一
一次：公費負担者番号の妥当性エラーです。（先頭２桁が不正です。） 公費負担者番号先頭２桁が法別番号でない
資格：生保単独の公費併用に食事情報の設定は認められません。 生保単独の公費併用食事設定不可

一次：既に該当する介護給付費請求書が存在しています。 既に該当介護給付費請求書有り

一次：既に該当する介護給付費請求書別紙が存在しています。 既に該当介護給付費請求書別紙有り

一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。 無効もしくは事業所基本台帳に未登録
一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。 無効もしくはサービス台帳に未登録
一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等の情報が存在しません。 当該保険者等情報が保険者台帳等に未登録
一次：事業所基本台帳の指定・基準該当サービス区分コードと一致しません。 指定・基準該当サービス区分コード誤り
一次：サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表に該当する情報が存在しません。 （事業所評価加算で使用につき該当無し）
一次：有効期間外の保険者です。 有効期間外の保険者
一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。 有効期間外の広域市町村（行政区）
一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区番号ではありません。 証記載保険者番号誤り
一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）です。 有効期間外の保険者又は広域市町村等
一次：自県内のサービス事業所からの請求ではありません。 他県サービス事業所からの請求
一次：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。 当該法別番号情報は法別管理表に未登録
一次：有効期間外の法別番号です。 有効期間外の法別番号
一次：公費１・２・３の優先順位関係に誤りがあります。 公費１・２・３の優先順位に誤り
一次：他県保険者認定の基準該当事業所です。 他県保険者認定の基準該当事業所です
一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が廃止されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は廃止
一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が論理削除されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は論理削除
一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が物理削除されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は物理削除
一次：支払が停止されている事業所です 支払が停止されている事業所です
一次：該当保険者により支払が停止されています 該当保険者により支払が停止されています
一次：事業所指定の効力が停止された事業所です。 指定の効力が停止された事業所です
一次：介護支援専門員台帳に該当する介護支援専門員情報が存在しません。 介護支援専門員情報が未登録
一次：決定時の事業所サービス台帳が指定有効期間外です。 当該事業所情報は事業所台帳上指定期間外
一次：決定時の事業所サービス台帳が効力停止中です。 当該事業所情報は事業所台帳上は効力停止
一次：開始年月日と終了年月日の関係に誤りがあります。 終了年月日が開始年月日より前のため誤り
一次：サービス提供年月（対象年月）が介護保険制度の施行前になっています。 サービス提供年月誤り（制度施行前）
一次：日数が期間を超えています。 日数が期間を超過
一次：サービス提供年月（対象年月）が審査年月以降になっています。 サービス提供年月誤り（審査月以降）
一次：公費の回数（日数）が介護保険の回数（日数）を超えています。 公費の回数・日数が保険分を超
一次：有効期間外の給付管理票種別区分コードです。 有効期間外の給付管理票種別区分コード
一次：有効期間外の交換情報識別番号です。 有効期間外の交換情報識別番号
一次：短期入所期間の連続利用日数が３０日を超えています。 短期入所連続利用日数が３０日を超過
一次：入所（院）年月日がサービス提供年月より先日付です。 年月日がサービス提供年月の期間外
一次：食事情報の記載に誤りがあります。 食事情報の記載誤り
資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 市町村認定の利用可能日数超過
資格：外泊加算又は試行的退所サービスの請求日数が外泊日数を超えています。 外泊・試行的退所が外泊日数超
一次：他県受給者の県単公費の請求は、受け付けられません。 他県受給者の県単公費請求は受付対象外
一次：他県の県単公費の請求は、受け付けられません。 他県の県単公費請求は受付対象外
資格：認定有効期間と入退所年月日に重なりがありません。 入退所年月日が認定有効期間外
一次：自己作成の場合、他県受給者を指定できません。 自己作成の場合、他県受給者は指定不可

資格：同一サービス種類において複数の特別地域加算のサービスは請求できません。 特別地域加算請求複数有り
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）82
83
84

72

80

76

81

77

79
78

74
75
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41

E8

DL

BZ

D3

BW
BX
BY

F2

F0

EA

E6

F1

E7

F5
F6

E9

EB

F3
F4

53

67

46

48

50

59

54

51
52

55

39

70

68

42

43

44

47

45

40

DT

DH

DB

D0
D1

C0

DC

DJ

D2

E0
E1

C1

DE
DF
DG

E2

DR

DP
DQ

60

66
65

63
64

71

69

D4

E3

DM
DN

DD

DK

DS

49
DA

56
57
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

資格：公費負担者番号が重複しています。 公費負担者番号が重複

一次：短期入所（利用型）における入所実日数が３０日または入所日数を超えています。 入所実日数が有効日数超過

一次：サービス計画費の台帳過誤は受け付けられません。 サービス計画費台帳過誤受付不可

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 集計値がサービス実日数超過

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 明細が受給可能日数超過

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 該当項目が償還払期間内の請求

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 明細が償還払期間内の請求

資格：当該サービスコードの算定に必要なサービスが請求されていません。 算定に必要なサービス未請求

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 サービス可能な日数を超過

資格：明細情報に設定されている緊急時施設サービスに対応する緊急時施設療養費情報が存在しません。 明細情報に対する緊急施設情無

資格：緊急時施設療養費情報に対応する明細情報の緊急時施設サービスが存在しません。 緊急時施設療養費情報に対する明細情報無

資格：緊急時施設管理サービスが、月１回を超えて請求されています。 緊急時施設管理サービス回数超

資格：介護特定診療表に該当するサービス情報が存在しません。 該当介護特定診療表未登録
資格：有効期間外の特定診療費です。 有効期間外の特定診療費
資格：特定診療費マスタの個別リハビリテーション基準提供回数を超えています。 個別リハビリ基準提供回数超過
資格：請求されたサービス種類では算定できない特定診療費です。 サービス種類と特定診療費の不整合
資格：同時に請求できないサービスです。 同時請求不可－サービス
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定診療費） 算定不可－特定診療費
資格：同月に該当する給付管理票を提出済みです。 同月に同じ給付管理票（新規）を提出済
資格：既に該当する給付管理票が存在しています。（区間異動） 既に該当給付管理票有り（区間異動）
資格：同月に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。 同月に同じ請求明細書を提出済
資格：既に該当する介護給付費請求明細書が存在しています。（区間異動） 既に該当請求明細書有り（区間異動）
資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。 過去に同じ請求明細書を提出済
資格：既に該当する介護給付費給付実績が存在しています。（区間移動） 既に該当給付費給付実績有り（区間異動）
資格：同月に再審査を行っています。 同月に再審査を実施済
資格：既に過誤調整を行っています。 同月に市町村等による過誤調整を実施済
資格：既に該当する償還払連絡票が存在しています。 既に該当償還払連絡票有り
資格：対象となる給付管理票は存在しません。 給付管理票の作成区分新規での提出が必要
資格：既に給付管理票修正を行っています。 既に給付管理票修正を実施済
資格：公費受給者番号が重複して使われています。 公費受給者番号の重複
資格：既に償還明細書が提出されています。 既に償還払明細書を提出済
資格：既に介護給付費請求明細書が提出されています。 既に介護給付費請求明細書を提出済
資格：過去に再審査を行っています。 過去に再審査を実施済
資格：特定入所者介護サービス費が決定されている請求明細書の本体報酬が全査定されるため、給付管理票修正
ができません。

報酬全査定（特定入所者介護決定済）

資格：特定入所者介護サービス費が決定されている請求明細書の本体報酬が全査定されるため、再審査ができま
せん。

報酬全査定（特定入所者介護決定済）

資格：既に該当するサービス提供終了確認情報が存在しています。 （事業所評価加算で使用につき該当無し）
資格：過去に該当する給付管理票を提出済みです。 過去に同じ給付管理票（新規）を提出済

資格：給付管理票内の明細情報が重複しています。 給付管理票内でサービス情報が重複

資格：介護給付費請求明細書内の情報が重複しています。 請求明細書内の情報が重複

資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。（ゼロ査定のサービスあり）。 支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。 市町村の認定情報が未登録（受給者情報）
資格：介護給付費給付実績に該当する給付実績情報が存在しません。 当該給付実績情報は給付実績に未登録
資格：資格を喪失している被保険者です。 資格喪失被保険者
資格：給付管理票の合計＋償還払給付実績の合計が受給者台帳の区分支給限度基準額を超えています。 給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過
資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しません。 市町村の認定情報と不一致（支援事業所）
資格：受給者台帳記載の居宅サービス作成区分と一致しません。 市町村の認定情報と不一致（作成区分）
資格：このサービス種類に該当する計画点数（日数）の合計が種類別支給限度基準額を超えています。 サービス種類の合計が支給限度基準額超過
資格：種類別市町村固有台帳に該当する市町村固有情報が存在しません。 該当市町村固有情報台帳未登録
資格：介護給付費単位数表に該当するサービス情報が存在しません。 当該サービス情報は単位数表無
資格：受給者台帳記載の公費負担者番号と一致しません。 受給者台帳記載の公費負担者番号と不一致
資格：変更申請中の受給者です。 市町村の認定変更が未決定
資格：給付減額又は償還払化の受給者です。 給付減額又は償還払化の受給者
資格：特定入所者介護サービスを受けられない受給者です。 市町村の特定入所者認定と相違
資格：認定有効期間外の被保険者です。 認定有効期間外の被保険者
資格：訪問通所限度額管理期間外の被保険者です。 訪問通所限度額管理期間外の被保険者
資格：短期入所限度額管理期間外の被保険者です。 短期入所限度額管理期間外の被保険者
資格：介護給付費単位数表または介護特定診療表の制限回数日数を超えています。 制限回数日数超過
資格：このサービスに該当する公費は適用されていません。 当該サービスは公費対象外
資格：小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無が未設定です。 居宅サービス等の利用有無が未設定
資格：有料老人ホーム等の同意書が提出されていません。 有料老人ホーム等の同意書が未提出
資格：利用者負担減免の申請中です。 利用者負担減免の申請中
資格：有効期間外の介護サービスです。 有効期間外の介護サービス
資格：市町村特別給付台帳に該当する市町村特別給付情報が存在しません。 市区町村特別給付は台帳未登録
資格：有効期間外の市町村特別給付サービスです。 有効期間外－市町村特別給付
資格：有効期間外の種類別市町村固有情報です。 有効期間外－種類別市町村固有
資格：給付単価表に該当する給付単価情報が存在しません。 当該給付単価情報は給付単価表になし
資格：公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在しません。 当該公費負担者情報は同台帳に未登録
資格：小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無との関係に誤りがあります。 居宅サービス等の利用有無の設定と不一致
資格：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。 当該法別番号情報は法別管理表に未登録
資格：有効期間外の公費負担者です。 有効期間外の公費負担者
資格：有効期間外の給付単価です。 有効期間外の給付単価
資格：有効期間外の法別番号です。 有効期間外の法別番号
資格：公費１・２・３の優先順位関係に誤りがあります。 公費１・２・３の優先順位に誤り
資格：再審査の申立点数が当初請求時のサービス点数を超えています。 再審査申立点数が当初請求時点数超過
資格：送付元と居宅サービス計画作成区分が異なっています。 送付元と居宅サービス計画作成区分が相違
資格：既に資格喪失した受給者です。 資格喪失受給者
資格：受給者台帳記載、または設定された基準値の給付率と一致しません。 受給者台帳記載又は基準値給付率と不一致
資格：証記載保険者番号が不正です。 無効な証記載保険者番号
資格：市町村特別給付台帳の市町村特別支給限度基準額を超えています。 市町村特別給付の支給限度額超
資格：この受給者は、旧措置者のため対象外です。 旧措置者のため対象外
資格：請求明細書様式に対する受給者の要介護状態区分が不正です。 様式に対する要介護状態区分が不一致
資格：居宅サービス計画作成区分と計画サービス種類の関係に誤りがあります。 サービス種類と作成区分が相違
資格：指定・基準該当等サービス台帳の食事管理の状況の値が不正です。 サービス台帳の食事管理の状況の値誤り
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

資格：指定・基準該当等サービス台帳の食事管理の状況の値が３：別表第二注２口該当の時、特別食単価・日
数・金額に値が設定されています。

特別食単価・日数・金額項目設定不可

資格：生活保護指定を受けていない事業所のため請求できません。 生保指定無事業所のため請求できません
資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。 サービス内容と要介護度不一致
資格：旧措置入所者特例対象外の受給者です。 旧措置入所者特例対象外受給者
資格：入所年月日より起算して算定期間の範囲外です。 入所日後算定期間超
資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。要介護度を確認してください。 市町村認定の要介護度と相違
資格：特地加算は算定できない事業所です。 特地加算算定対象外の事業所です
資格：ターミナルケア加算算定に必要な中止年月日が未設定、又は中止理由が誤っています。 中止年月日未設定、中止理由誤
資格：初期加算算定に必要な入所年月日が未設定、又は入所年月日より３０日を超えています。 入所日未設定入所日後３０日超
資格：算定対象期間（入所～退所年月日後３０日）外に提供されたサービス、又は退所後の状況が誤りです。 算定対象期間外退所後の状況誤
資格：摘要欄が未記入です。 摘要欄は必須項目です
資格：受給者台帳記載項目と一致しません。 受給者台帳記載項目不一致
資格：旧措置入所者は請求できないサービスです。 旧措置入所者請求不可サービス
資格：給付額減額により引下げられた給付率に一致しません。 給付額減額による引下げ給付率に不一致
資格：食事サービスを算定できない法別番号です。 食事を算定できない法別番号
資格：特定介護サービスの請求に対する様式が不一致です。 特定入所者様式不一致
資格：同時に請求できないサービスです。 同時請求不可－サービス
資格：退所（院）年月日の翌月以降に算定できないサービスです。 退所翌月以降は算定不可
資格：保険及び公費請求額と利用者負担額（標準負担額）の合計が、審査により再計算した総額又は訂正後求め
た総額を超えています。

利用者負担額等の総額が再計算値を超過

資格：標準負担額（月額）の計算結果が不正になります。 標準負担額（月額）の計算結果誤り
資格：公費分出来高医療費点数合計が、保険分出来高医療費点数合計と一致していません。 公費と保険の出来高医療費点数合計不一致
資格：サービス単位数と、請求額または本人負担額の関係に誤りがあります。 単位数と請求額、本人負担額の関係誤り
資格：生保単独の公費併用の請求額が不正です。 生保単独の公費併用請求額誤り
資格：請求金額等が計算値を超えています。 請求金額等計算値超過
資格：受給者台帳の負担限度額と記載された負担限度額が一致しません。 市町村認定の負担限度額と相違
資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。 記載された値が計算値を超過
資格：査定後の請求額が計算できません。 査定後の請求額計算不可
資格：生保単独受給者の食事提供費請求額が食事提供費合計を超えています。 生保単独の食事提供費請求額が超過
資格：生保単独受給者の公費食事提供費合計が計算値を超えています。 生保単独の公費食事提供費が計算値超
資格：生保単独受給者の公費負担額（明細）が費用額を超えています。 生保単独の公費負担額が超過
資格：生保単独受給者の公費負担額（明細）が計算値を超えています。 生保単独の公費負担額計算値超
資格：保険給付支払の一時差止です。 保険給付支払の一次差し止め
資格：共同処理用受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。 受給者情報が共同処理用同台帳に未登録

（

一次：共同処理用保険者台帳に該当する保険者情報が存在しません。 保険者情報が共同処理用同台帳に未登録
Ｒ 資格：短期入所限度額管理対象期間終了前の申請です。 短期入所限度額管理対象期間終了前の申請

）

一次：福祉用具販売年月とサービス提供年月が一致していません。 福祉用具販売年月とサービス提供月不一致
一次：住宅改修着工年月とサービス提供年月が一致していません。 住宅改修着工年月とサービス提供月不一致
資格：審査済みの申請に、要介護区分に非該当・旧措置無しが設定されています。 審査済申請に非該当・旧措置無しの設定有
一次：審査方法区分コードが有効な値ではありません。 有効な審査方法区分コードでない
一次：要介護状態区分コードが有効な値ではありません。 要介護状態区分コード誤り
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

一次：保険給付率が０（ゼロ）は、不正です。 保険給付率０は誤り
一次：保険単位数合計＞０のとき、保険請求額が０（ゼロ）は、不正です。 保険請求額０は誤り
一次：保険出来高医療費単位数合計＞０のとき、保険出来高医療費請求額が０（ゼロ）は、不正です。 保険出来高医療費請求額０は誤り
一次：食事提供費合計＞０のとき、食事提供費請求額が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供費請求額０は誤り
一次：サービス計画費の請求金額が０（ゼロ）は、不正です。 サービス計画費請求額０は誤り
一次：生保単独受給者のとき、保険請求額＞０は、不正です。 保険請求額＞０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、保険出来高請求額＞０は、不正です。 保険出来高請求額＞０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、食事提供費請求額＞０は、不正です。 食事提供費請求額＞０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、公費１給付率＝０は、不正です。 公費１給付率０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、保険出来高単位数＞０かつ公費出来高請求額＝０は、不正です。 公費１出来高請求額０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、給付単位数＞０かつ公費１請求額＝０は、不正です。 公費１請求額０は誤り（生保単独）
一次：生保単独受給者のとき、食事提供費合計＞０かつ公費１食事提供費請求額＝０は、不正です。 公費１食事費請求額０は誤り（生保単独）
一次：公費給付率＞９０以外は、不正です。 公費給付率＞９０以外は誤り
一次：給付単位数＞０のとき、計画単位数または限度額管理対象単位数＝０は、不正です。 計画／限度額管理対象単位数０は誤り
一次：給付単位数が０（ゼロ）は、不正です。 給付単位数０は誤り
一次：食事提供費合計が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供費合計０は誤り
一次：サービス計画費の単位数が０（ゼロ）は、不正です。 サービス計画費単位数０は誤り
一次：基本食日数×基本食単価＞０のとき、基本食金額が０（ゼロ）は、不正です。 基本食金額０は誤り（日数×単価＞０）
一次：特別食日数×特別食単価＞０のとき、特別食金額が０（ゼロ）は、不正です。 特別食金額０は誤り（日数×単価＞０）
一次：基本食日数＋特別食日数＞０のとき、食事提供延べ日数が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供延べ日数０は誤り（基＋特＞０）
一次：給付計画単位数・日数にゼロが指定されています。 給付計画単位数・日数ゼロは誤り
一次：日数又は実日数が０（ゼロ）は、不正です。 サービス実日数ゼロは設定不可
一次：保険分請求額合計が０（ゼロ）は、不正です。 保険分請求額合計０は誤り
一次：生保単独受給者のとき、公費請求額合計が０（ゼロ）は、不正です。 生保公費請求額０は誤り（生保単独）
一次：受領すべき利用者負担額の総額が０（ゼロ）は、不正です。 受領すべき利用者負担額０は誤り
資格：保険単位数合計＞０のとき、保険請求額が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 保険請求額が０に訂正されエラー
資格：保険出来高医療費単位数合計＞０のとき、保険出来高医療費請求額が０（ゼロ）に訂正され、不正になり
ました。

保険出来高請求額が０に訂正されエラー

資格：サービス計画費の請求金額が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 サービス計画請求額が０に訂正されエラー
資格：公費給付率＞９０以外に訂正され、不正となりました。 公費給付率＞９０に訂正されエラー
資格：給付単位数＞０のとき、計画単位数または限度額管理対象単位数が０に訂正され、不正となりました。 計画／限度対象単位数が０訂正されエラー
資格：給付単位数が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 給付単位数が０に訂正されエラー
資格：食事提供費合計が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 食事提供費合計が０訂正されエラー
資格：サービス計画費の単位数が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 サービス計画費単位数が０訂正されエラー
資格：食事標準負担額（日額）が不正です。 食事標準負担額（日額）誤り
資格：福祉用具貸与に係る特別地域加算が福祉用具貸与費の１００分の１００を超えています。 福祉用具貸与に係る特別地域加算オーバー
資格：集計情報の記載内容と一致しません。 集計情報の記載内容と不一致
資格：旧措置入所者で、かつ、保険給付率≧９５％の場合、社会福祉法人軽減情報を設定できません。 旧措置で保険給付率≧９５の場合設定不可
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別地域加算） 算定不可－特別地域加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（緊急時訪問看護加算） 算定不可－緊急時訪問看護加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別管理体制） 算定不可－特別管理体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（機能訓練指導体制） 算定不可－機能訓練指導体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（食事算定体制） 算定不可－食事算定体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（入浴介助体制） 算定不可－入浴介助体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別入浴介助体制） 算定不可－特別入浴介助体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーション加算状況） 算定不可－リハビリ加算状況
資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（療養環境基準） 減算請求要－療養環境減算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（障害者生活支援体制） 算定不可－障害者生活支援体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（常勤専従医師配置） 算定不可－常勤専従医師配置
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内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
返戻
記号

エラー
記号

項番

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間勤務条件基準） 算定不可－夜間勤務条件基準
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（医師配置） 算定不可－医師配置
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（精神科医師定期的療養指導） 算定不可－精神科医師定期指導
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症専門棟） 算定不可－認知症専門棟
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（送迎体制） 算定不可－送迎体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所加算（訪問介護）） 算定不可－特定事業所訪問
資格：請求先の公費負担者番号のため、事業所からの請求には使用できません。 当該公費負担者番号は使用不可
資格：指定・基準該当等サービス台帳の施設等の区分コードと一致しません。 施設等の区分コード不一致
資格：指定・基準該当等サービス台帳の人員配置区分コードと一致しません。 人員配置区分コード不一致
資格：受給者台帳記載の公費負担者番号が生活保護の公費負担者番号ではありません。 受給者台帳記載の公費負担者番号が誤り
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（食事提供の状況） 算定不可－食事提供の状況
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（時間延長サービス体制） 算定不可－時間延長サービス体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別リハビリテーション提供体制） 算定不可－個別リハビリ提供体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間ケア体制） 算定不可－夜間ケア体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（居住費対策） 算定不可－居住費対策
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（人員基準欠如） 算定不可－人員基準欠如
資格：居住費対策の請求が受給者台帳の食事標準負担額に対応しません。 居住費対策不一致
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーション機能強化） 算定不可－リハビリ機能強化
資格：社会福祉法人軽減事業実施事業所ではありません。 社会福祉法人軽減事業実施不可
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（栄養管理の評価） 算定不可－栄養管理の評価
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（若年性認知症ケア加算） 算定不可－若年性認知症ケア加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（運動器機能向上体制） 算定不可－運動器機能向上体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（栄養マネジメント（改善）体制） 算定不可－栄養マネ・改善体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（口腔機能向上体制） 算定不可－口腔機能向上体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（事業所評価加算（決定）） 算定不可－事業所評価加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（緊急受入体制） 算定不可－緊急受入体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間看護体制） 算定不可－夜間看護体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所加算（居宅介護支援）） 算定不可－特定事業所支援
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（大規模事業所） 算定不可－大規模事業所
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（重度化対応体制） 算定不可－重度化対応体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（医療連携体制） 算定不可－医療連携体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ユニットケア体制） 算定不可－ユニットケア体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（在宅・入所相互利用体制） 算定不可－在宅・入所相互体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ターミナルケア（看取り看護）体制） 算定不可－ターミナルケア体制
資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（身体拘束廃止取組） 減算請求要ー身体拘束廃止取組
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（小規模拠点集合体制） 算定不可－小規模拠点集合体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（準ユニットケア体制） 算定不可－準ユニットケア体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症ケア加算） 算定不可－認知症ケア加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別機能訓練体制） 算定不可－個別機能訓練体制
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（アクティビティ実施加算） 算定不可－アクティビティ
一次：入院区分コード、給付点検の項目何れもが未設定です。 入院区分コード給付点検の項目が未設定
一次：規定の桁数を満たしていません。 桁数不正
一次：日数が暦日を超えています。 日数が暦日を超過
一次：診療年月が処理年月以降になっています。 診療年月誤り（処理年月以降）
その他エラー その他エラー
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

 0000000001 

  
請 H19.8 17 800 A 証記載保険者番号    ：必須項目が未設定 Ｂ０ 

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｂ０（ビーゼロ）

内容・・Ｂ０ （必須項目名）：必須項目が未設定 
原因・・指定された項目に正しい数値が入力（記入）されていません。 
対応・・指定された項目に正しい数値（又はアルファベット）を入力（記入）して、再請求してください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 21 5,675 A 対象年月        ：無効もしくはサービス台帳に未登録 Ｄ１ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 21 5,675 A サービス事業所番号   ：無効もしくはサービス台帳に未登録 Ｄ１ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 21 5,675 A サービス種類      ：無効もしくはサービス台帳に未登録 Ｄ１ 

  

  

       

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｄ０（ディーゼロ）・Ｄ１

内容・・①Ｄ０ サービス事業所番号：無効もしくは事業所基本台帳に未登録 

        対象年月：無効もしくは事業所基本台帳に未登録 

②Ｄ１ サービスコード（サービス種類）：無効もしくはサービス台帳に未登録 

サービス事業所（支援事業所）：無効もしくはサービス台帳に未登録 

 
原因・・D０については、給付管理票作成時にサービス事業所の番号を誤って入力（記入）した為、都道府県が国保連へ登録している事業所台帳に該当するものが

ないか、または、サービス事業所の番号が変更になっているのに前の番号を入力（記入）した等の場合にエラーになります。 
    その他、請求明細書等を提出した事業所が、自事業所の番号を間違えた場合にエラーとなります。 
    D１については、D０と同様入力（記入）誤り等でエラーになったものですが、入力（記入）した事業所は事業所台帳に登録されているが取り扱っている

サービス（訪問介護・訪問看護等）が違うことでエラーになったものです。     
対応・・サービス事業所番号の入力（記入）に誤りがないか、番号が変更になっていないかなどを確認し、誤りがあれば修正して再提出します。 
    誤りが無い場合は、都道府県が国保連へ事業所を登録する際の誤りや登録忘れ、又は事業所が県への申請の際にサービス種類の記入誤り等の可能性があ

りますので、都道府県へ照会して下さい。 

ポイント！ 事業所台帳、事業所基本台帳、サービス台帳 
都道府県は国保連に以下のような事業所の情報を登録しています。 
事業所基本台帳・・事業所番号、指定／基準該当等区分コード等を登録 
サービス台帳・・・事業所のサービス種類ごとの届出情報等を登録 

事業所基本台帳とサービス台帳を総称して事業所台帳と呼びます。 
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「備考」欄 エラーコード＝Ｄ１となる給付管理票の例 （この給付管理票を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 

様式第十一                   給付管理票（平成１９年８月分） 
 

保険者番号 保険者名 作成区分 

 9 9 0 0 0 0 △△市 

被保険者番号 被保険者氏名 

○1.  居宅介護支援事業者作成 
2．  被保険者自己作成 
3.   介護予防支援事業者作成 

フリガナ ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

介護 太郎 
居宅介護／介護予防 
支援事業所番号 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号 9 9 0 0 0 0 0 1

明・大・○昭  
5 年 5 月 5 日 

○男・女
要支援1・2 
経過的要介護・要介護1・○2 ・3・4・5 

居宅介護／介護予防 
支援事業者の事業所名 □□介護事業所 

居宅サービス・介護予防サービス 
支給限度基準額 限度額適用期間 支援事業者の 

事業所所在地及び連絡先 △△県△△市△△町1－2－3 

委託先の支援事業所番号 
19480 単位／月 

平成 
19 年 1 月

~ 
平成 

19 年 12 月

委託 
した 
場合 介護支援専門員番号         

 

居宅サービス・介護予防サービス 

サービス事業者の 
事業所名 

事業所番号 
（県番号－事業所番号） 

指定／基準該当／ 
地域密着型 
サービス識別 

サービス 
種類名 

サービス 
種類コード

給付計画単位数 

Ａ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1
指定・基準該当・ 

地域密着
訪問介護 1 1  2 3 1 0

Ｂ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 2
指定・基準該当・ 

地域密着
通所介護 1 5  1 7 4 8

Ｂ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 2
指定・基準該当・ 

地域密着
短期入所生活介護 2 1  5 6 7 5

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

 合計  9 7 3 4

事業所台帳 
（都道府県が国保連に登録している事業所の情報） 
事業所名 事業所番号 サービス種類コード 

Ａ事業所 4870000001   11 訪問介護 

Ｂ事業所 4870000002   15 通所介護 

Ｃ事業所 4870000003   21 短期入所生活介護

国保連は、給付管理票に入力（記入）

されている事業所番号が、事業所台

帳（都道府県が国保連に登録してい

る事業所の情報）に該当するか点検

します。 
該当する事業所がない場合Ｄ０エラ

ーとなります。 

国保連は、給付管理票に入力（記入）

されているサービスが事業所台帳（都

道府県が国保連に登録している事業所

の情報）のサービス種類コードに該当

するか点検します。 
該当する事業所がない場合Ｄ１エラー

となります。 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

３行目の「サービス事業者の事業所名」

と「事業所番号」に“Ｃ事業所”と入力

（記入）するべきであったが、誤って“Ｂ

事業所”と入力（記入）したため、Ｄ１

エラーとなっています。 

対応・・ 

３行目のサービス事業所を“Ｃ事業所”

と修正して再提出してください。 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

誤：Ｂ事業所 

正：Ｃ事業所 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

  
請 H19.8 17 1,250 A 証記載保険者番号    ：当該保険者等情報が保険者台帳等に未登録 Ｄ２ 

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｄ２

内容・・証記載保険者番号：当該保険者等情報が保険者台帳等に未登録 
原因・・保険者番号を誤って入力（記入）した（介護保険の保険者として登録されていない保険者番号等）場合にエラーとなります。 
対応・・保険者番号を確認、修正して再提出してください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 16 1,300 A 証記載保険者番号    ：有効期間外の保険者 ＤＡ 

  

  

     
 

 

  

  

       

  

  

       

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＤＡ

内容・・証記載保険者番号：有効期間外の保険者 
原因・・請求明細書のサービス月には、市町村合併等によって既に保険者がなくなっている場合に発生します。 
対応・・サービス月の入力（記入）に誤りがないか確認してください。間違っていれば正しいサービス月を入力（記入）して再請求します。 
    サービス月の入力（記入）が正しい場合は、利用者に新しい（正しい）保険者番号、被保険者番号を確認して入力（記入）し再請求します。この時、保険者番号

だけを正しくし、被保険者番号は元の番号で請求している例がありますが、多くの場合被保険者番号も新しくなります。保険者番号、被保険者番号両方を確認し

てください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 4,218 A サービス実日数     ：日数が期間を超過 Ｅ２ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 4,620 A 開始年月日       ：年月日がサービス提供年月の期間外 ＥＡ 

  

  

       

  

  

       

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｅ２・ＥＡ

内容・・①Ｅ２ サービス実日数：日数が期間を超過 
    ②ＥＡ 年月日がサービス提供年月の期間外 
原因・・①Ｅ２ サービス開始年月日、中止年月日（入所年月日、退所年月日）から計算したサービス可能日数より「介護給付費請求明細書」のサービス実日数 

が多い場合にエラーとなります。 
    ②ＥＡ 開始年月日がサービス提供年月より未来日付のためエラーとなります。 
        (例) 平成１９年９月１０日開始年月日に対して平成１９年８月サービス提供月の場合 
対応・・明細書のサービス開始年月日や中止年月日（入所年月日、退所年月日）を確認して下さい。 
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「備考」欄 エラーコード＝Ｅ２となる請求明細書の例 （この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 
 
 

開始 
年月日 平成 1 9 年  8 月 2 1 日

中止 
年月日 平成   年   月   日 

中止 
理由 

1.非該当 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 

 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費分 
回数 公費対象単位数 摘要 

身体介護１ 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 5 4 1     

身体介護１・夜朝 1 1 1 1 1 2 2 8 9 3 8 6 7     

身体介護１・深夜 1 1 1 1 1 3 3 4 7 3 1 0 4 1     

        

        

        

給
付
費
明
細
欄 

        
 

①サービス種類コード 
／②名称

1 1           

③サービス実日数 1 7 日   日   日   日 

④計画単位数   4 4 4 9                   

⑤限度額管理対象単位数   4 4 4 9                   

 

⑥限度額管理対象外単位数     0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち少な

い数）＋⑥
  4 4 4 9                   保険 9 0

⑧公費分単位数                       公費 
 

⑨単位数単価 1 0 0 0
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位
合計 

⑩保険請求額  4 0 0 4 1   4 0 0 4 1

⑪利用者負担額   4 4 4 9   4 4 4 9

⑫公費請求額       

請
求
額
集
計
欄 

⑬公費分本人負担       
 
 
 
 

 
 
 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

請求額集計欄（集計情報）の「サービス

実日数」に“１１日”と入力（記入）す

るつもりであったが、誤って“１７日”

と入力（記入）したため、Ｅ２エラーと

なります。 

対応・・ 

請求額集計欄（集計情報）の「サービス

実日数」を“１１日”と修正して再提出

してください。 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

サービスの「開始年月日」“平成１９年８月２１日”、「中止年月日」“空

欄（９月以降もサービスを継続している）”なので、サービス可能日数は

８月２１日～３１日の１１日間となる。 
しかし、「サービス実日数」に１１日より多い日数が入力（記入）されて

いるため、Ｅ２エラーとなります。

誤：１７日 

正：１１日 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 700 B 日数回数        ：明細が受給可能日数超過：１００１ ＦＢ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 1,300 B 日数回数        ：明細が受給可能日数超過：１００３ ＦＢ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 13,060 B 日数回数        ：市町村認定の利用可能日数超過：１１１２ Ｆ０ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 7,128 B 日数回数        ：サービス可能な日数を超過：１１２１ ＦＪ 

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｆ０（エフゼロ）・ＦＡ・ＦＢ・ＦＪ

ポイント！ 受給者台帳 
保険者（市町村）は国保連に以下のような受給者の情報を登録しています。 
受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、 

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号等を登録 
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内容・・①Ｆ０ 日数回数：市町村認定の利用可能日数を超過 

②ＦＡ 日数回数：集計値がサービス実日数超過 

③ＦＢ 日数回数：明細が受給可能日数超過 

④ＦＪ 日数回数：サービス可能な日数を超過 
原因・・①Ｆ０  日数・回数が認定有効期間開始年月日から退所年月日までの日数を超過している場合エラーとなります。 

②ＦＡ 「介護給付費請求明細書」の中で、明細情報（給付費明細欄）の日数・回数を集計した値が集計情報（請求額集計欄）のサービス実日数より大

きい場合にエラーとなります。（受給者台帳起因） 
③ＦＢ  「F０」と同じエラーですが、このエラーはサービスコード“１７”「福祉用具貸与」又は“６７”「予防福祉用具貸与」の場合だけです。 
④ＦＪ  日数・回数が入所年月日から退所年月日までの日数を超過している場合エラーとなります。（請求明細書記載誤り） 

対応・・F０・FB については、利用者の受給者証等で認定日、喪失日を確認して下さい。喪失日については、転居等で、保険者が変更になっていることがありま

す。また、保険者が喪失日を間違えていることもありますので、利用者に確認すると共に、必要があれば保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当

係）へも照会して下さい。 
    FAについては、「介護給付費請求明細書」明細欄の日数・回数、集計欄のサービス実日数を確認して下さい。 
 



―34― 

「備考」欄 エラーコード＝Ｆ０、ＦＢとなる請求明細書の例（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 
 
 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 

 

被
保
険
者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

介護 太郎 
 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費分 
回数 公費対象単位数 摘要 

車いす貸与 1 7 1 0 0 1 3 0 7 0 0    11111-111111 

特殊寝台貸与 1 7 1 0 0 3 3 0 1 3 0 0    33333-333333 

        

        

        

        

給
付
費
明
細
欄 

        
 

①サービス種類コード 
／②名称

1 7           

③サービス実日数 3 0 日   日   日   日 

④計画単位数   2 0 0 0                   

⑤限度額管理対象単位数   2 0 0 0                   

 

⑥限度額管理対象外単位数     0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち少な

い数）＋⑥
  2 0 0 0                   保険 9 0

⑧公費分単位数                       公費 
 

⑨単位数単価 1 0 0 0
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位
合計 

⑩保険請求額  1 8 0 0 0   3 7 9 6 2

⑪利用者負担額   2 0 0 0   4 2 1 8

⑫公費請求額       

請
求
額
集
計
欄 

⑬公費分本人負担       
 
 
 
 

 
 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

利用者が月の途中で転居し、Ａ市の介護

保険資格を喪失したが、３０日分請求し

たため、ＦＢ・Ｆ０エラーとなっていま

す。 

対応・・ 

「回数」と「サービス実日数」を“２５

日”と修正して再請求してください。 

残りの５日分は転居後の保険者番号・被

保険者番号で請求してください。 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

国保連は、保険者が国保連に登録している内容を確認し、

利用者がサービスを受けられる日数「２５日」より、請

求されたサービス日数「３０日」の方が多いため、ＦＢ

エラーとなります。 

受給者台帳 
（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
 

保険者番号 被保険者番号 被保険者名 資格喪失日

990000 0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 20070826 

 

※ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳは8月２６日にＡ市の介護保険資格を喪失 

8月は、8月１日～8月２５日までの２５日間サービスを受けられる 

国保連は、保険者が国保連に登録している内容を確認し、

利用者がサービスを受けられる日数「２５日」より、請

求されたサービス日数「３０日」の方が多いため、Ｆ０

エラーとなります。 

誤：３０日 
正：２５日 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 1,350 B 様式番号      ：同月に同じ給付管理票（新規）を提出済 Ｎ０ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 1,450 B サービス種類    ：給付管理票内でサービス情報が重複 ＮＫ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.7 11 2,800 B 様式番号      ：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済 ＮＪ 

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｎ０（エヌゼロ）・ＮＫ・ＮＪ

原因・・該当の給付管理票と同一被保険者、同一サービス提供年月の給付管理票が既に国保連に登録されている場合にこのエラーとなり、原因として以下のこと 
が考えられます。 

Ｎ０：① 伝送時に給付管理票の同一ファイルを複数回送信した場合。媒体（フロッピー等）に同一の給付管理票ファイルを複数回登録した場合も同じ。 
② 伝送で、一度給付管理票を送信したが、送信後に誤りに気づき訂正して再度送信した場合。媒体（フロッピー等）も同様に、媒体に登録後、再度訂正し

たデータを登録した場合。 
③ 月の途中で居宅介護支援事業所が変更となった場合。 

この場合、制度上その月の末日時点の居宅介護支援事業所のみから給付管理票を提出することになりますが、変更前の居宅介護支援事業所も誤って

給付管理票を提出した場合にこのエラーになることがあります。（月の途中で保険者が変わったため居宅介護支援事業所が変わった場合等は、この条

件に該当しません） 
④ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。（誤って入力した被保険者の給付管理票を同時に提出した場合） 

 ＮＫ：⑤ 給付管理票に同じサービス種類・同じ事業所番号を２つ以上入力（記入）した場合。（基本単位数と加算を分けて入力（記入）した場合） 

ＮＪ：⑥ 今回の請求した年月より前に、既に同一内容の給付管理票を提出していたが、誤って再度提出した場合。 
⑦ 給付管理票を「修正」で提出しなければならないのに、「新規」分として提出した場合。 

備 考 
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対応・・①⑥の場合は、既に正しい給付管理票が登録されていると思われます。この場合は再提出の必要はありません。 
②の場合は、返戻となった給付管理票が正しいものか確認し、正しいものであれば登録された給付管理票は間違っているので翌月「修正」で提出する。

返戻されたものが間違った給付管理票であれば、正しい給付管理票が登録されているので再提出の必要はありません。 
③の場合は、月末時点の居宅介護支援事業所が給付管理票を提出します。変更前の居宅介護支援事業所は給付管理票を提出できません。 
⑤の場合は、同じサービス種類、同じ事業所番号の計画単位数を１つにまとめ、「新規」の給付管理票を作成して提出します。 
⑦の場合は、「修正」の給付管理票を作成して提出します。 
④の場合で、返戻となった給付管理票が誤って被保険者番号等を入力（記入）したものであれば、正しい被保険者番号等を入力（記入）した給付管理票を「新規」

分として次回再提出します。反対に正しい給付管理票が返戻となり誤った給付管理票が登録された場合は、誤って登録された被保険者番号を入力（記入）した給

付管理票を「取消」分として次回再提出します。取消されたことを確認後、正しい被保険者番号等を入力（記入）した給付管理票を「新規」分として再提出して

ください。 
 ・返戻となった給付管理票が誤った被保険者番号等を入力（記入）したものである場合 
   花子と太郎の給付管理票に同一の被保険者番号”０１”を入力して提出。誤って花子の被保険者番号を入力した太郎の給付管理票が重複返戻となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・返戻となった給付管理票が正しい被保険者番号等を入力（記入）したものである場合 

花子と太郎の給付管理票に同一の被保険者番号”０１”を入力して提出。花子のものとして正しく作成された給付管理票が重複返戻となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給付管理票（正） 
０１ 花子 

花子のサービス計画 

受付 
完了 

重複 
返戻 

給付管理票（誤） 
０１ 太郎 

太郎のサービス計画 

誤って花子

の被保険者

番号を入力 
給付管理票[新規]（正） 

０２ 太郎 

太郎のサービス計画 

正しい被保険者番号等を入力（記入）し

た給付管理票を「新規」分として再提出 

ポイント！ 給付管理票[新規][修正][取消] 

５ページをご参照ください

給付管理票（正） 
０１ 花子 

花子のサービス計画 

重複 
返戻 

取消 
完了 

給付管理票（誤） 
０１ 太郎 

太郎のサービス計画 

給付管理票[取消] 

０１太郎 

太郎のサービス計画 

給付管理票[新規]（正）

０１ 花子 
花子のサービス計画

受付 
完了 

給付管理票[新規]（正）

０２ 太郎 

太郎のサービス計画

誤った被保険者番号等を入力（記入）し

た給付管理票を「取消」として再提出 
正しい被保険者番号等を入力（記入）し

た給付管理票を「新規」分として再提出 

花子の給付管理票を訂正なし

で「新規」分として再提出 

誤って花子

の被保険者

番号を入力 

誤った給付管理票

が登録された 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 1,350 B 様式番号     ：同月に同じ請求明細書を提出済 Ｎ２ 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｎ２

原因・・同一月に同じ請求明細書が複数請求された場合にこのエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。 
① 伝送時に同一の請求書ファイルを複数回送信した場合。媒体（フロッピー等）に同一の請求書ファイルを複数回登録した場合も同じ。 
② 伝送で、一度請求明細書を送信したが、送信後に誤りに気づき訂正して再度送信した場合。媒体（フロッピー等）も同様に、媒体に登録後、再度修正し

たデータを登録した場合。 
③ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した請求明細書と同一被保険者（入力間違いをした保険者番号、被保険者番号の被保険者）の

正しい請求明細書を一緒に請求した場合。 
対応・・①の場合は、請求明細書は複数請求されても１件は登録される（支払される）ので、再請求の必要はありません。 

②の場合、正しい請求明細書が返戻（この返戻一覧表に載っている）された場合は、間違っている請求明細書が登録されている（支払されている）ので、取り下

げ（過誤）の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で過誤になったのを確認後、再請求をして下さい。通常過誤依頼（取り下げ依頼）をしてから介護給付費

過誤決定通知書に載るまで２～３ヶ月かかります。 
③の場合、正しい請求明細書が返戻された場合は、誤って入力（記入）した請求明細書は、正しい保険者番号、被保険者番号に修正して次回請求しますが、返戻

された正しい請求明細書は誤って入力した請求明細書が登録されているため、取り下げ（過誤）終了後再度提出してください。 

ポイント！ エラーコード＝Ｎ２は当月分同士の重複、エラーコード＝Ｎ４は当月分と前月以前分の重複です。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.7 21 1,350 B 様式番号     ：過去に同じ請求明細書を提出済 Ｎ４ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.7 11 5,800 B 様式番号     ：過去に同じ請求明細書を提出済 Ｎ４ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.7 11 1,300 B サービス種類    ：支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要 ＮＭ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.7 15 2,000 B サービス種類    ：支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要 ＮＭ 

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｎ４・ＮＭ

原因・・前月以前に同じ介護給付費を請求し、支払が完了されている請求明細書がある場合にこのエラーが発生し、主な原因として以下のことが考えられます。 
Ｎ４   ：① 既に請求支払が終わった請求明細書を、請求していないと思って月遅れで請求した場合。 

② 既に請求支払が終わった請求明細書の請求間違いに気づき、取り下げ過誤の手続きをしないまま、再度請求した場合。 
③ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。 

Ｎ４，ＮＭ：④ 給付管理票と突合審査を行った結果全額マイナス（０確定）しているのに再請求した場合。 
対応・・①の場合は、既に請求支払が終了していますので、再請求する必要はありません。 

②の場合は、請求明細書の取り下げ（過誤）の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で過誤になったのを確認後、再請求をして下さい。通常過誤依頼（取下

げ依頼）をしてから介護給付費過誤決定通知書に載るまで２～３ヶ月かかります。 
③の場合は、正しい保険者番号、被保険者番号等を入力（記入）した請求明細書を再請求します。 
④の場合は、請求した明細書に誤りがなければ、居宅介護支援事業所に連絡し、給付管理票を「修正」で提出してもらいます。明細書を再請求する必要はありま

せん。 

ポイント！ エラーコード＝Ｎ２は当月分同士の重複、エラーコード＝Ｎ４は当月分と前月以前分の重複です。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.6 17 1,350 B 様式番号    ：同月に市町村等による過誤調整を実施済 Ｎ７ 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｎ７

内容・・様式番号：同月に市町村等による過誤調整を実施済 
原因・・給付管理票の「修正」を提出した月と同じ月に「サービス種類」欄に表示されているサービスの請求明細書の過誤依頼があり、本会が処理をしているた

め返戻となった。 
対応・・翌月に再提出をして下さい。 
 

備 考 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 1,000 B 様式番号    ：給付管理票の作成区分新規での提出が必要 Ｎ９ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 15 2,450 B 様式番号    ：給付管理票の作成区分新規での提出が必要 Ｎ９ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  3,450 B 様式番号    ：給付管理票の作成区分新規での提出が必要 Ｎ９ 

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｎ９

内容・・様式番号：給付管理票の作成区分新規での提出が必要 
原因・・給付管理票を「修正」（給付管理票情報作成区分コード＝２）として入力（記入）したものを提出しているが、修正の対象となる給付管理票が国保連に登録されて

いない場合。 
    給付管理票の提出もれや、提出したが返戻されている、または単純な入力（記入）間違いが考えられます。 
対応・・返戻された給付管理票の保険者番号・被保険者番号・サービス年月に誤りが無い場合は、修正ではなく「新規」（給付管理票情報作成区分コード＝１）分として再

提出します。 

１
つ
の
給
付
管
理
票
に
つ
き
サ
ー
ビ
ス
種
類
ご
と
の
エ
ラ
ー 

と
合
計
欄
の
エ
ラ
ー
が
セ
ッ
ト
で
出
力
さ
れ
ま
す
。 

ポイント！ 給付管理票[新規][修正][取消] 

５ページをご参照ください 

備 考 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市  
請 H19.8 17 1,000 B 証記載保険者番号    ：市町村の認定情報が未登録（受給者情報） Ｐ０ 

990000 0000000001 

△△市  
請 H19.8 17 1,000 B 被保険者番号      ：市町村の認定情報が未登録（受給者情報） Ｐ０ 

  

  
      

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｐ０（ピーゼロ）

１
つ
の
給
付
管
理
票
に
つ
き
証
記
載
保
険
者
番
号
と 

被
保
険
者
番
号
の
エ
ラ
ー
が
セ
ッ
ト
で
出
力
さ
れ
ま
す
。

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町村の認定情報が未登録（受給者情報） 
原因・・給付管理票や請求明細書に入力（記入）している保険者番号・被保険者番号と、保険者が国保連へ登録している保険者番号・被保険者番号を突合し、該

当する被保険者がいない場合にこのエラーとなり、主な原因として次のことがあります。 
① 給付管理票や請求明細書の保険者番号・被保険者番号の入力（記入）誤りがある場合。 
② 保険者から登録される受給者台帳への登録漏れや、誤りがある場合。 

対応・・給付管理票や請求明細書に入力（記入）した保険者番号・被保険者番号に誤りがないか確認（被保険者証からの転記誤り等も確認）し、①の場合は、正しい番号

に修正して再提出します。 
    入力（記入）内容に誤りがなければ、該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。照会の結果②の場合は、保険者が国保連へ利用

者の登録または修正を行った後に、同一内容の請求明細書等を再提出します。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由
  

備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 証記載保険者番号    ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 

 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 給付管理票種別区分   ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 被保険者番号      ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 給付合計単位数日数   ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｐ３

内容・・証記載保険者番号、給付管理票種別区分、被保険者番号、給付合計単位数日数：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過。 
原因・・給付管理票のサービス計画合計単位数 ＋ 償還払いのサービス利用単位数 が、保険者が国保連に登録している“利用者の要介護度”に対する「支給

限度基準額」を超えているためエラーとなっています。 
対応・・償還払いの単位数については、利用者又は該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）へ確認することになりますが、このエラーの場合、

給付管理票のサービス計画単位の合計が要介護度別の「支給限度基準額」を超えている場合がほとんどですので、最初に合計単位数と「支給限度額」を

チェックして下さい。 
    「支給限度額」は、給付管理票に入力（記入）している要介護度ではなく、保険者が国保連に登録している要介護度で決定されます。そのため、給付管

理票上では誤りが無い場合でもエラーとなることがありまので、利用者の要介護度も確認して下さい。 
 

１
つ
の
給
付
管
理
票
に
つ
き
４
つ
の 

エ
ラ
ー
が
セ
ッ
ト
で
出
力
さ
れ
ま
す
。

内     容 

Ｐ３ 
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「備考」欄 エラーコード＝Ｐ３となる給付管理票の例 （この給付管理票を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 

給付管理票（平成１９年8月分） 
 

保険者番号 保険者名 作成区分 

 9 9 0 0 0 0 △△市 

被保険者番号 被保険者氏名 

○1.  居宅介護支援事業者作成 
2．  被保険者自己作成 
3.   介護予防支援事業者作成 

フリガナ ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

介護 太郎 
居宅介護／介護予防 
支援事業所番号 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号 9 9 0 0 0 0 0 1

明・大・○昭  
5 年 5 月 5 日 

○男・女
要支援1・2 
経過的要介護・要介護1・○2 ・3・4・5 

居宅介護／介護予防 
支援事業者の事業所名 

 
□□介護事業所 

居宅サービス・介護予防サービス 
支給限度基準額 限度額適用期間 支援事業者の 

事業所所在地及び連絡先 △△県△△市△△町１－２－３ 

委託先の支援事業所番号 
19480 単位／月 

平成 
19 年 1 月

~ 
平成 

19 年 12 月

委託 
した 
場合 介護支援専門員番号         

 

居宅サービス・介護予防サービス 

サービス事業者の 
事業所名 

事業所番号 
（県番号－事業所番号） 

指定／基準該当／ 
地域密着型 
サービス識別 

サービス 
種類名 

サービス 
種類コード

給付計画単位数 

Ａ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1
指定・基準該当・ 

地域密着
短期入所生活介護 2 1 2 3 8 2 0

 
          

指定・基準該当・ 
地域密着

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着
        

           
指定・基準該当・ 

地域密着         

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

           指定・基準該当・ 
地域密着

        

 
合計 2 3 8 2 0

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

要介護２の支給限度基準額１９，４８０

単位を超える２３，８２０単位を入力

（記入）しているため、Ｐ３エラーとな

っています。 

対応・・ 

単位数を支給限度基準額１９，４８０単

位以内になるよう訂正して再提出して

ください。 

受給者台帳 
（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
 

被保険者番号 被保険者名 要介護状態区分

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 要介護2 

保険者が国保連に登録しているｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳの要介

護状態区分“要介護２”の支給限度基準額１９，

４８０単位を超える２３，８２０単位を入力（記

入）しているため、Ｐ３エラーとなります。 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

ポイント！支給限度基準額 
要支援１＝ ４，９７０単位 
要支援２＝１０，４００単位 
経過的要介護＝６，１５０単位 
要介護１＝１６，５８０単位 
要介護２＝１９，４８０単位 
要介護３＝２６，７５０単位 
要介護４＝３０，６００単位 
要介護５＝３５，８３０単位 

誤：２３８２０ 

正：１９４８０以内 

ポイント！受給者台帳 
次ページをご参照ください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000002 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  Ｂ支援事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由
 

備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
サ H19.8 43 1000 B 支援事業所番号     ：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） Ｐ４ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
サ H19.8 43 1000 B 被保険者番号      ：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） Ｐ４ 

  

  
      

  

  
      

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｐ４

内容・・支援事業所番号、被保険者番号：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） 
原因・・保険者が国保連に登録している受給者台帳の“利用者の居宅支援事業所”の番号と請求明細書を提出した事業所番号が違っています。 
対応・・請求した事業所が“利用者の居宅支援事業所”として、該当月以前に保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に届出をしているか確認して下

さい。届出をしていなければ請求できません。 
    届出をしているにも関わらずエラーになった場合は、保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に問合せてください。保険者の国保連への登録

が間違っていれば、保険者の修正が終了した後、再提出してください。 

ポイント！ 受給者台帳 
保険者（市町村）は国保連に以下のような受給者の情報を登録しています。 
受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号等を登録 

内     容 
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「備考」欄 エラーコード＝Ｐ４となる給付管理票の例 （この給付管理票を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 

 
様式第七                   居宅介護支援介護給付費明細書 

 
                 平成 1 9 年 0 8 月分 
                         

公費負担者番号                 保険者番号 9 9 0 0 0 0 

 

〒 1 2 3 － 4 5 6 7  事業所 

番号 
9 9 7 0 0 0 0 0 0 2

所在地 
△△県△△市△△町１－２－３ 

連絡先 電話番号 ０１２－３４５－６７８９ 

居宅介護 

支援事業者 

事業所 

名称 

 

Ｂ支援事業所 

単位数単価 1 0 0 0 （円／単位） 

 

項 

番 
被保険者 請求計算 

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 被保険者番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

公費受給者番号        

（フリガナ） 

 

氏 名 介護 太郎 
サービス

コード 
4 3 2 1 1 1

1.明治  2.大正  ○3. 昭和 
生年月日 

0 5 年 0 5 月 0 5 日
性 別 ○1.  男   ２．女 単位数 1 0 0 0

平成 1 9 年 0 1 月 0 1 日 から要介護 
状態区分 経過的要介護・要介護1・○2 ・3・4・5 認定 

有効期間 平成 1 9 年 1 2 月 3 1 日 まで

請求 

金額 
1 0 0 0 0

1 

担当介護支援専

門員番号 
9 9 0 0 0 0 0 1 

サービス計画作

成依頼届出年月

日 
平成 1 9 年 0 1 月 0 1 日 

 
摘要 

 

 

被保険者番号          

公費受給者番号        

（フリガナ） 

 

氏 名 

 サービス

コード 

1.明治  2.大正  3.昭和 
生年月日 

 年   月 日
性 別 １．男   ２．女 単位数 

平成 年 月 日 から要介護 

状態区分 
経過的要介護・要介護1・2・3・4・5 認定 

有効期間 平成 年 月 日 まで

請求 

金額 

 

担当介護支援専

門員番号 
        

サービス計画作

成依頼届出年月

日 
平成 年 月 日 

 
摘要 

 

 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

「保険者が国保連に登録しているｶｲｺ  ゙
ﾀﾛｳの支援事業所」と「請求明細書を提

出してきたｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳの支援事業所」が一

致していないため、Ｐ４エラーとなりま

す。 

対応・・ 

請求したＢ支援事業所は、「ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳの
支援事業所」として保険者に届出をして

いるか確認してください。届出をしてい

なければ、Ｂ支援事業所は請求できませ

ん。 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

受給者台帳 
（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
 

被保険者番号 被保険者名 居宅サービス作成区分 支援事業所番号

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 1:居宅介護支援事業所作成 Ａ支援事業所

国保連は、「保険者が国保連に登録しているｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳの

支援事業所」と「請求明細書を提出してきたｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ

の支援事業所」が一致しているか点検します。不一致の

場合、Ｐ４エラーとなります。 

誤：Ａ支援事業所 

正：Ｂ支援事業所 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 17 2,800 B 対象年月        ：市町村の認定情報と不一致（作成区分） Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 17 2,800 B 証記載保険者番号    ：市町村の認定情報と不一致（作成区分） Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 17 2,800 B 支援事業所番号     ：市町村の認定情報と不一致(支援事業所)  Ｐ４ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 17 2,800 B 被保険者番号      ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 17 2,800 B 計画作成区分      ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8  2,800  対象年月        ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8  2,800  証記載保険者番号    ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8  2,800  支援事業所番号     ：市町村の認定情報と不一致(支援事業所)   Ｐ４ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8  2,800  被保険者番号      ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
給 H19.8 

 
2,800

 
計画作成区分      ：市町村の認定情報と不一致（作成区分）  Ｐ５ 

 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｐ５
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内容・・計画作成区分等：市町村の認定情報と不一致(作成区分) 
原因・・①保険者が国保連に登録している受給者台帳の“居宅サービス作成区分”が一致しません。 

②保険者が国保連に登録している受給者台帳の“利用者の居宅サービス計画作成区分”が“自己作成”となっています。 
対応・・請求した事業所が“利用者の居宅支援事業所”として、該当月以前に保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に届出をしているか確認して下

さい。届出をしていなければ請求できません。 
    届出をしているにも関わらずエラーになった場合は、保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会してください。保険者の国保連への登録

が間違っていれば、保険者の修正が終了した後、再度請求してください。 
 

ポイント！ 受給者台帳 
保険者（市町村）は国保連に以下のような受給者の情報を登録しています。 
受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号等を登録 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 15 12,240 B 給付計画単位数日数   ：サービス種類の合計が支給限度基準額超過 Ｐ６ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 証記載保険者番号    ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 給付管理票種別区分   ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8  12,240 B 被保険者番号      ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 

 
12,240 B 給付合計単位数日数   ：給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過 Ｐ３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｐ６

内容・・給付計画単位数日数：サービス種類の合計が支給限度基準額超過。 
原因・・「サービス種類」欄に表示されているコードのサービスが種類別支給限度基準額を超えて設定されている場合にエラーとなります。 
対応・・通常の保険者であれば、この“P６”のエラーになれば、同時に“P３”のエラーにもなります。対応は“エラーコード＝Ｐ３”を参照してください。 
    独自に「支給限度基準額」を定めている保険者であれば、“P６”のエラーのみが表示されます。「サービス種類」欄に表示されているサービスの単位数が、

保険者が定める「支給限度基準額」を超えていますので、給付管理票の単位数をチェックしてください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 15,869 B 証記載保険者番号    ：市町村の認定変更が未決定 ＰＡ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 15,869 B 被保険者番号      ：市町村の認定変更が未決定 ＰＡ 

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＰＡ

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町村の認定変更が未決定 
原因・・保険者が国保連の受給者台帳に登録した最新情報の中で、要介護認定について「変更申請中」（更新申請中も含む）となっている被保険者の給付管理票や

請求明細書が提出された場合に発生します。原因は下記の場合と考えられます。 
① 保険者が国保連の受給者台帳に登録する情報に登録漏れや誤りがある場合。 
② 保険者の国保連への受給者台帳の登録期限（通常は前月末迄の異動情報を当月の４日迄に提出）と、事業者の請求書提出期限 

（通常は１０日）に期日のズレがあるため、事業者は当月の請求迄に変更申請が確定（却下を含む）されていることを確認して請求明細書等を提出しても、

エラーとなり返戻されることがあります。（この登録期限と請求書提出期限のズレによるエラーについては「PA」だけでなく、受給者台帳とのマッチング（突

合）によるエラー全般に該当します。） 
③ 単に変更申請中であることを忘れていて請求した場合。 
④ 平成１７年１０月サービス分以降については、従来からの「要介護認定」の変更申請に加え、「特定入所者」にかかる申請又は変更申請を行うように

なりました。このため、「要介護認定」「特定入所者」のどちらか一方でも申請中であればエラーとなります。 
対応・・①②④については該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。変更申請（または更新申請）が確定（却下を含む）し、受給者台帳

に登録したことを確認の上再提出します。 
③については変更申請確定後、再提出します。 
保険者が変更申請（または更新申請）を受け付けてから確定するまで約３０日かかります。この日数を考慮に入れて請求してください。また再提出時の注意点と

して、変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成した請求明細書や給付管理票で提出するようにして下さい。 

１
つ
の
請
求
明
細
書
に
つ
き
証
記
載
保
険
者
番
号
と 

被
保
険
者
番
号
の
エ
ラ
ー
が
セ
ッ
ト
で
出
力
さ
れ
ま
す
。
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ポイント！ 要介護の認定申請（変更申請）から連合会マスターへの登録まで 
 

 

  

  

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要介護認定の申請（変更申請）から認定まで通常30日程度です。手続きの不備等があれば30日以上の日数がかかります。 
図のような場合は、申請（変更申請）の翌月に介護給付費を請求してもＰ０エラー（市町村の認定情報が未登録です）、変更申請の場合はＰＡエラー（市町村の認定

変更が未決定です）になり返戻となります。 
要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定決定日等を確認して保険者が国保連への受給者台帳の登録が終了する月以降に請求してください。 

 
 
 

変
更
申
請
の
場
合
は 

連
合
会
へ
変
更
申
請
日
か
ら 

「
変
更
申
請
中
」
の
届
出 

保
険
者
が
国
保
連
の
受
給
者
台
帳
へ
要
介
護
者
認
定

を
登
録 

保
険
者
で
の 

「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
て
決
定 

事
業
所
か
ら
の
請
求
と 

保
険
者
が
国
保
連
に
登
録
し
て
い
る
要
介
護
者
認
定 

と
の
チ
ェ
ッ
ク 

保
険
者
が
被
保
険
者
へ 

「
被
保
険
者
証
」
送
付 

この間約30日 

保
険
者
へ
認
定(

変
更)

申
請 

１日 翌月
５日 10日

翌々月
５日 月末
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 15,300 B 被保険者番号      ：市町村の特定入所者認定と相違：５２１１ ＰＣ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 15,300 B サービス種類コード   ：市町村の特定入所者認定と相違：５２１１ ＰＣ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 15,300 B サービス項目コード   ：市町村の特定入所者認定と相違：５２１１ ＰＣ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 15,300 B 日数          ：市町村認定の利用可能日数超過：５２１１ ＦＯ 

  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＰＣ

内容・・被保険者番号、サービス種類コード、サービス項目コード：市町村の特定入所者認定と相違 
原因・・①「特定入所者」として申請していないか、該当者ではないのに「特定入所者」として請求明細書を提出した場合。 

②保険者の登録が誤っている場合。 
対応・・確認の結果、①の場合は通常の受給者として請求して下さい。「特定入所者」と確認できた場合は、②保険者の登録が誤っている場合がありますので、該

当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）へ照会して下さい。 
    Ｆ０はＰＣエラーに関連して表示されることがあります。Ｆ０単独エラーの場合対応は“エラーコード＝Ｆ０”を参照して下さい。 

サービスコード 
（請求サービスコ－ドは５９５２１１） 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 25,597 B 対象年月        ：認定有効期間外の被保険者 ＰＤ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 25,597 B 証記載保険者番号    ：認定有効期間外の被保険者 ＰＤ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
給 H19.8 11 25,597 B 被保険者番号      ：認定有効期間外の被保険者 ＰＤ 

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＰＤ

内容・・対象年月、証記載保険者番号、被保険者番号：認定有効期間外の被保険者。 
原因・・①保険者が国保連に登録している受給者台帳で、要介護認定の有効期間切れの被保険者について、有効期間切れ後のサービス年月分を請求した場合。 

例えば、登録されている受給者台帳では、認定の有効期間が平成１８年８月１日～平成１９年７月３１日となっている被保険者分に対し、平成１９年８

月サービス分を請求した場合等。 
②保険者が国保連に登録する受給者台帳への登録漏れ、登録誤りがある場合。 

対応・・入力（記入）誤りや利用者の被保険者証を確認し、入力（記入）内容が正しければ該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会し、

②のケースであれば、保険者が受給者台帳への登録・修正を行った後に再度提出してください。 
確認の結果、①の場合は請求できないサービス分を請求していたことになるので、再請求は出来ません。

ポイント！ 受給者台帳 
保険者（市町村）は国保連に以下のような受給者の情報を登録しています。 
受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号等を登録 



―53― 

 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 300 B 公費１負担者番号    ：当該公費負担者情報は同台帳に未登録 ＰＳ 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＰＳ

内容・・公費１（公費２、公費３）負担者番号：当該公費負担者情報は同台帳に未登録。 
原因・・原因として次のようなことが考えられます。 

① 公費１（公費２）の負担者番号の入力（記入）に誤りがある場合。 
② 介護保険では取り扱わない公費（他県でしか扱わない県単独事業等）の場合。 
③ 公費ではないコードを記入した場合等です。 

対応・・①の場合は、正しいコードを入力（記入）して再請求してください。 
    ②③の場合は、サービス提供者が所持している受給者証、受給券等に記載されている内容を確認してください。時々、老人保健番号（２７〇〇〇〇〇〇）を入力

（記入）して請求していますが、公費に該当しません。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 15 8,405 B サービス種類      ：サービス内容と要介護度不一致：１４４１ 

 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 15 8,405 B サービス項目      ：サービス内容と要介護度不一致：１４４１ ＱＦ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.8 15 9,725 B サービス種類      ：要介護認定の要介護度と相違：１４４１ ＱＪ 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.8 15 9,725 B サービス項目      ：要介護認定の要介護度と相違：１４４１ ＱＪ 

  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＱＦ、ＱＪ

エ
ラ
ー
が
２
つ
セ
ッ
ト
で
出
力
さ
れ
ま
す
。

ＱＦ 

内容・・ＱＦ  サービス種類、サービス項目：サービス内容と要介護度不一致（請求明細書記載内容の誤り） 
    ＱＪ  サービス種類、サービス項目：要介護認定の要介護度と相違（受給者台帳との不突合による誤り） 
原因・・請求明細書に入力（記入）されたサービス内容のサービスコードが、保険者が国保連の受給者台帳に登録している該当被保険者の要介護度では算定でき

ない場合で、以下の原因が考えられます。 
ＱＦ：①請求明細書等への入力（記入）時に誤って間違ったサービスコードを入力（記入）した場合。 
ＱＪ：②変更申請等により該当被保険者の要介護度の把握を誤っていたために入力（記入）したサービスコードが受給者台帳登録の要介護度と異なった場合。 

③保険者が登録した受給者台帳の要介護度に誤りがある場合。 
なお、このエラーとなるサービスは、要介護度によって異なるサービス単位が設定されています。受給者台帳登録の要介護度より重い要介護度のサー

ビスコードの請求でも、軽い要介護度のサービスコードの請求でもエラーとなります。 
④居宅介護支援、介護予防支援については、１８年４月の改正により要介護度ごとにサービスコードが設定されたため要介護度に合っていないサービ

スコードはエラーとなります。 

サービスコード 
（請求サービスコ－ドは１５１４４１） 
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 対応・・最初に単純な請求誤りがないかを確認し、誤りが無ければ該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）へ受給者台帳に登録している要介護度

を照会します。 
①の単純な請求誤り、または②の保険者に照会の結果請求した要介護度に誤りがあった場合は、正しいサービスコードを入力（記入）して再請求します。 
③の場合は、保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に受給者台帳の修正を依頼し、請求明細書は訂正無しで再請求します。 
④要介護度に応じたサービスコードに修正して再請求します。また、月の途中で要介護度が変わった場合の請求方法は次ページのとおりです。 

 
 

ポイント！ 月の途中に要介護状態区分が変更となった場合の請求方法について 
 

対象 項目 請求する内容 
被保険者欄に入力する要介護度 変更後（月末直近）の要介護状態区分 請求明細書（居宅介護支援、介護予防支援以外）

サービスコード 変更前後それぞれの要介護状態区分に応じたサービスコード 
被保険者欄に入力する要介護度 変更後（月末直近）の要介護状態区分 請求明細書（居宅介護支援、介護予防支援） 
サービスコード 変更後（月末直近）の要介護状態区分に応じたサービスコード 
被保険者欄に入力する要介護度 変更前後のいずれか重い方の要介護状態区分 

 
※要支援1＜経過的要介護＜要支援２＜要介護１＜２＜３＜４＜５ 
  
  軽い                       重い 

給付管理票 

支給限度基準額 変更前後のいずれか重い方の要介護状態区分に応じた支給限度基準額 
 

〔例１〕平成１９年８月１０日に要介護３から要介護１へ変更となった場合の平成１９年８月分のサービス計画費の請求 
（正）要介護１（コード２１）、居宅介護支援費（Ⅰ）（サービスコード４３－２１１１）１，０００単位 
（誤）要介護３（コード２３）、居宅介護支援費（Ⅰ）（サービスコード４３－２２１１）１，３００単位 

間違って請求した場合は、「備考」欄エラーコード＝ＱＦのエラーとなります。 
 

〔例２〕平成１９年８月１０日に要介護１から要支援２へ変更となった場合の平成１９年８月分のサービス計画費の請求 
（正）要支援２（コード１３）、介護予防支援費（サービスコード４６－２１１１）４００単位 
（誤）要介護度１（コード２１）、居宅介護支援費（Ⅰ）（サービスコード４３－２１１１）１，０００単位 

間違って請求した場合は「備考」欄エラーコード＝ＱＡのエラーと同時にエラーコード＝Ｐ４エラーとなります。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由
  

備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 51 27,720 B サービス種類      ：旧措置入所者特例対象外受給者：１１８１ ＱＧ 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 51 27,720 B サービス項目      ：旧措置入所者特例対象外受給者：１１８１ ＱＧ 

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＱＧ

内容・・サービス種類・サービス項目：旧措置入所者特例対象外受給者 
原因・・保険者が国保連に登録している“受給者台帳”では、該当被保険者は旧措置入所者特例対象者ではないためエラーとなっています。 
    旧措置入所者特例対象外受給者の右側に表示されている数字はサービスコードです。 
対応・・該当被保険者が旧措置入所者特例対象者かどうか確認して下さい。旧措置入所者特例対象者でなければ、サービスコード、単位数等を修正して再提出し

ます。確認の結果、旧措置入所者特例対象者であれば該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）へ照会し、保険者の登録誤りであれば保

険者の修正が終了した後、再提出してください。 
 

内     容 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由
  

備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 53 23,258 B 摘要          ：摘要欄は必須項目です：２８３１ ＱＲ 

  

  
    

 
 

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＱＲ

内容・・摘要:：摘要欄は必須項目です 
原因・・摘要欄に記入が必要なサービスを請求していますが、摘要欄が未入力（未記入）となっています。 
対応・・摘要欄に必要事項の入力（記入）が必要なサービスはP67～70に掲載しています。確認して、入力（記入）または修正して再提出してください。 
    また、摘要欄に入力（記入）されている桁数が20桁を超えている場合は「Ｂ７エラー」、摘要欄が半角英数字でない場合は「BGエラー」と出力されます。 

サービスコード 
(請求サービスコードは５３－２８３１)

内     容 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 2,350 B サービス単位数     ：記載された値が計算値を超過：１１１１ ＳＡ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 2,350 B 保険単位数合計     ：記載された値が計算値を超過 ＳＡ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 2,350 B 保険請求額       ：記載された値が計算値を超過 ＳＡ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 2,350 B 保険利用者負担額    ：記載された値が計算値を超過 ＳＡ 

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＳＡ

内容・・サービス単位数：保険単位数合計：保険請求額：保険利用者負担額：記載された値が計算値を超過 
原因・・このエラーについては、エラーとなった箇所により様々な原因が考えられますので、実際には「内容」欄に表示されている箇所をみて原因を判断する必 

要があります。基本的には本会の審査システムで、請求された請求明細書の内容を検算（例えば、サービス内容の単位数×回数 の合計値が正しく入力 
されているか）し、システムで検算した値より請求明細書の値が多い場合。 

対応・・返戻（保留）一覧表の「内容」欄に表示されているエラー箇所をみて、該当のエラー箇所について計算が正しく行われているか確認します。 
確認の結果、計算値等が誤っていれば修正して再請求します。 
なお、保険給付率等は保険者が登録する受給者台帳に誤りがある可能性もありますので、請求明細書に誤りが無い場合は保険者（市町村または福祉事務

所の介護保険担当係）へ照会して下さい。 
 

備 考 
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「備考」欄 エラーコード＝ＳＡとなる請求明細書の例（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 
 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 被
保
険
者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

介護 太郎 
 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数 

公費分 
回数等 公費対象単位数 摘要 

旧措置施設Ⅱ１ 5 1 1 1 6 5 6 3 9 3 1 1 9 8 0 9   1 

                          
                          
                          
                          

給
付
費
明
細
欄 

合計 1 9 8 0 9        
 

区分 保険分 公費分 

①単位数合計  1 9 8 0 9       

②単位数単価 1 0 0 0 円／単位  

③給付率  9 7 ／100    ／100 

④請求額（円） 1 9 2 1 4 7       

請
求
額
集
計
欄 

⑤利用者負担額（円）   5 9 4 3       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

受給者台帳 
（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
 

被保険者番号 被保険者名 保険給付率

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 90％ 

①国保連は、保険者が国保連に登録している給付

率を確認し、請求明細書の給付率と異なっている

場合は、「保険者が登録している給付率」に訂正

します。（ＳＡエラーと表示されます。） 

②訂正した給付率を元に国保連システムで

再計算します。 
 単位数合計：１９，８０９円 
 単位数単価：１０．００円 
給付率：９０％ 
請求額：１７８，２８１円 
利用者負担額：１９，８０９円

③請求明細書に入力（記入）されている請

求額“１９２，１４７円”の方が再計算し

た請求額“１７８，２８１円”より大きい

ため、ＳAエラーとなります。 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

請求明細書に入力（記入）されている請

求額“１９２，１４７円”の方が、給付

率を訂正して再計算した請求額“１７

８，２８１円”より大きいため、ＳAエ

ラーとなっています。 

対応・・ 

給付率を、請求額、利用者負担額を修正

し、再請求してください。 

請求内容に誤りがない場合は、保険者が

国保連に登録している内容に誤りがな

いか保険者へ照会してください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 42,780 B 負担限度額        ：市町村認定の負担額と相違：２３１１ Ｓ６ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 42,780 B 保険分請求額       ：市町村認定の負担額と相違：２３１１ Ｓ６ 

990000 0000000001 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 59 42,780  保険分請求額       ：請求金額等計算値超過：２３２１ Ｓ５ 

         

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｓ５、Ｓ６

内容・・Ｓ６  負担限度額：保険請求額：請求金額等計算値超過 
    Ｓ５  保険請求額：請求金額等計算値超過 
原因・・Ｓ６：保険者が国保連に登録している利用者の特定入所者負担限度額（食費・居住費／第１段階～第３段階）と事業所が請求明細書に入力（記入）して

いる負担限度額が異なる場合にエラーとなります。 
ただし、「保険者が国保連に登録している負担限度額」＞「請求明細書に入力（記入）されている負担限度額」の場合はエラーとなりません。 
 
また、認定内容が月途中で変更になった場合は月末時点の認定内容が基準となります。 
  ＜例＞ 

８月 １日～８月１２日  食費負担限度額３９０円 
８月１３日～       食費負担限度額３００円 
⇒８月分全て食費負担限度額３００円で請求することとなります。 

Ｓ５：負担限度額は、受給者台帳の値と一致しているが、保険分請求額が計算値を超過している。 
対応・・利用者の特定入所者の認定内容を確認の上、請求が間違っていれば請求明細書を訂正して再請求してください。確認の結果、請求内容に誤りが無ければ、

保険者が国保連に登録している内容が誤っている場合がありますので、該当保険者（市町村又は福祉事務所の介護保険担当係）へ照会して下さい。 
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「備考」欄 エラーコード＝Ｓ６となる請求明細書の例 （この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 
 
 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 被
保
険
者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

介護 太郎 
 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数 

公費分 
回数等 公費対象単位数 摘要 

療養型施設Ⅰⅱ３ 5 3 2 2 7 1 1 1 3 0 3 1 3 5 0 3 0    

                          
                          
                          
                          
                          

給
付
費
明
細
欄 

合計 3 5 0 3 0        
 

サービス内容 サービスコード 費用単価(円) 負担限度額 日数 費用額(円) 保険分 公費日数 公費分 利用者負担額 

短期療養食費 5 9 2 3 1 1 1 3 8 0 3 0 0 3 1 4 2 7 8 0 3 3 4 8 0 9 3 0 0

       

       

合計 4 2 7 8 0  

  

9 3 0 0

公費分本人負担月額 

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費  保険分 

請求額(円) 3 3 4 8 0 
公費分 
請求額  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

②訂正した負担限度額を元に国保連システムで再計算します。 
 費用単価：１，３８０、負担限度額：３９０、日数：３１、費用額：４２，７８０、保険分：３０６９０、利用者負担額：１２，０９０ 

③請求明細書に入力（記入）されている保

険分“３３，４８０円”の方が再計算した

保険分“３０，６９０円”より大きいため、

Ｓ６エラーとなります。 

エラーの原因と対応 
 
原因・・ 

保険者が国保連に登録している利用者

の特定入所者負担限度額と事業所が請

求明細書に入力（記入）している負担限

度額が異なっています。 
 

請求明細書に入力（記入）されている保

険分請求額“３３，４８０円”の方が、

負担限度額を訂正して再計算した請求

額“３０，６９０円”より大きいため、

Ｓ６エラーとなっています。 

 

対応・・ 

負担限度額、保険分、利用者負担額を修

正して再請求してください。 

請求内容に誤りがない場合は、保険者が

国保連に登録している内容に誤りがな

いか保険者へ照会してください。 
 

受給者台帳 
（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
被保険者番号 被保険者名 負担限度額（食費）

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ ３９０円 

①国保連は、保険者が国保連に登録している負担

限度額を確認し、請求明細書の負担限度額と異な

る場合は、「保険者が国保連に登録している負担

限度額」に訂正します。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 備 考 

990000 H000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 17 600 A 保険請求額       ：保険請求額＞０は誤り（生保単独） Ｔ５ 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝Ｔ５、Ｔ６、Ｔ７、Ｔ８

内容・・①Ｔ５  保険請求額：保険請求額＞０は誤り（生保単独）。 
    ②Ｔ６  保険出来高請求額：保険出来高請求額＞０は誤り（生保単独）。 
    ③Ｔ７  食事提供費請求額：食事提供費請求額＞０は誤り（生保単独）。 
    ④Ｔ８  公費１給付率：公費１給付率０は誤り（生保単独）。 
原因・・生活保護単独（介護保険との併用でない、被保険者番号がHで始まる）の分として請求した請求明細書について、請求額集計の各欄に金額の入力（記入）

がある場合。 
    通常、生活保護単独の受給者の場合、介護保険の請求額は全額（１００％）が公費（生活保護）への請求になります。 
対応・・生活保護単独の受給者で正しい場合は、１００％公費請求として公費１欄に入力（記入）し再度請求します。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 11 1,040 A 公１給付率       ：公費給付率＞９０以外は誤り ＴＣ 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＴＣ

内容・・公１給付率：公費給付率＞９０以外は誤り。 
原因・・「公費１給付率」欄に９０以下の入力（記入）をしているためエラーとなっています。 
対応・・介護給付費請求明細書の「公費１給付率」欄は、“介護保険＋公費１”の給付率を入力（記入）することになっています。 
    “介護保険＋公費１”の給付率を確認し、修正をして再提出してください 
 

備 考 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由 内     容 
  

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 21 4,436 C 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の修正依頼が必要 返戻 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝返戻

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の修正依頼が必要

原因・・給付管理票に実績の記載がなく、本体報酬全査定となり特定入所者介護サービスの請求だけになり返戻となりました。 
対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所に連絡し、給付管理票に実績を入

れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。請求明細書は返戻となっているので再度請求しなければなりません。 
 

備 考 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 平成１９年９月審査分 

                                                                   平成００年００月００日 

事業所（保険者）名  □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別
サービス
提供年月

サービス
種類 

単位数 
特定入所者介護費等

事由
  

備 考 

990000 0000000001 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 
請 H19.8 15 10,043 C 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 保留 

990000 0000000002 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 
請 H19.5 15 10,043 C 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 返戻 

  

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             １ 頁 

○○県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝保留・返戻

内     容 

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要

原因・・①保留 利用者の請求明細書は提出しているが、サービス計画をまとめた給付管理票の提出がない場合または給付管理票が返戻となっている場合に、このエラー

となります。給付管理票、請求明細書共に提出は１月単位ですので、同月の給付管理票の提出が無い場合です。 
国保連では、通常２ヶ月間請求情報を保留するようにしています。（愛知県は、３ヶ月間保留します。ただし、他県保険者分については、保留期間はあり

ません。）保留されている期間中に、該当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年月で保留となっていた請求明細書の支払が行われます。 
②返戻 保留期間内に給付管理票が提出されなければ請求明細書は返戻となります。 

対応・・該当利用者の居宅介護支援事業所へ連絡をして、給付管理票を連合会へ提出するように依頼します。この場合は、請求明細書を再請求する必要はありません。依

頼したにも関わらず返戻となった場合は、再請求となります。
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   〔例 １〕平成１９年９月審査分で「保留」となり、給付管理票が提出されなかった場合 
 
 
 
 
 
   〔例 ２〕平成１９年９月審査分で「保留」となり、平成１９年１１月審査時に給付管理票が提出された場合 
 
 
 
 
 

平成１９年９月審査 平成１９年１０月審査 平成１９年１１審査 

平成１９年９月審査 平成１９年１０月審査 平成１９年１１月審査 

保留 保留 保留

保留 保留
給付管理票 
提 出 支払

最初に保留となった３ヵ月後に「返戻」

となります。 

保留期間中に給付管理票が提出されれば、

その月の支払対象になります。 
（実際の支払は１９年１２月振込分です） 

平成１９年１２月審査 

返戻



サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

「サテライト」の略称として英字２文字を
記載すること。
　例　ＳＴ

　計画上の所要時間を分単位で記載するこ
　例　260分
　単位を省略することも可。
　例　260

　対象者が死亡した日を記載すること。
なお、訪問看護を月の末日に開始しターミ

ナルケアを行い、その翌日に対象者が死亡し
た場合は、死亡した年月日を記載すること。
　例　20030501
　（死亡日が2003年5月1日の場合）

病院若しくは診療所または介護保険施設か
ら退院・退所した年月日又は要介護・要支援
認定を受けた日を記載すること。

　例　20060501
　（退院（所）日が2006年5月1日の場合）

算定回数に応じて居宅訪問日等を記載する
こと（訪問日等が複数あるときは「、」で区
切る）。

　例　6、20日
　単位を省略することも可。
　例　6、20

病院若しくは診療所または介護保険施設か
ら退院・退所した年月日又は要介護認定を受
けた日を記載すること。
　例　20060501
　（退院（所）日が2006年5月1日の場合）

福祉用具貸与 別記を参照

　特別地域加算を算定する場合福祉用具貸与
を開始した日付を記載すること。

　例　6日
　単位を省略することも可。
　例　6

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　多床室入所

　３　感染症等により医師が必要と判断した

　　従来型個室への入所者

　４　居住面積が一定以下

　５　著しい精神症状等により医師が必要と

　　判断した従来型個室への入所者

福祉用具貸
与、介護予防
福祉用具貸与

特別地域加算
を算定する場
合

短期入所生活
介護、介護予
防短期入所生
活介護

多床室のサー
ビスコードの
適用理由

　一月内で複数の滞在理
由に該当する場合は、最
初の滞在理由を記載する
こと。
　同時に複数の理由（例
えば感染症等による入所
で居住面積が一定以下）
に該当する場合は、最も
小さい番号を記載するこ
と。

居宅療養管理
指導、介護予
防居宅療養管
理指導

通所リハビリ
テーション

短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算を
算定する場合

訪問看護 ターミナルケ
ア加算を算定
する場合

訪問リハビリ
テーション、
介護予防訪問
リハビリテー
ション

短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算を
算定する場合

サテライト事業所からのサー
ビス提供（訪問介護・訪問看
護・通所介護・介護予防訪問
介護・介護予防訪問看護・介
護予防通所介護・夜間対応型
訪問介護・認知症対応型通所
介護・小規模多機能型居宅介
護・介護予防認知症対応型通
所介護・介護予防小規模多機
能型居宅介護）

訪問介護 身体介護４時
間以上の場合

身体介護４時間以上に
ついては、１回あたりの
点数の根拠を所要時間に
て示すこと。

摘 要 欄 記 載 事 項
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　多床室入所

　３　感染症等により医師が必要と判断した

　　従来型個室への入所者

　４　居住面積が一定以下

　５　著しい精神症状等により医師が必要と

　　判断した従来型個室への入所者

特定施設入居
者生活介護、
介護予防特定
施設入居者生
活介護

外部サービス
利用型におけ
る福祉用具貸
与、介護予防
福祉用具貸与

別記を参照

　家庭等への訪問日を記載すること。

　例　20日
　単位を省略することも可。
　例　20

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　多床室入所

　２　制度改正前入所による経過措置

　３　感染症等により医師が必要と判断した

　　従来型個室への入所者（30日以内の者）

　４　居住面積が一定以下

　５　著しい精神症状等により医師が必要と

　　判断した従来型個室への入所者

　対象者が死亡した日を記載すること。
　例　20060501
　（死亡日が2006年5月1日の場合）
　家庭等への訪問日を記載すること。
　例　20日
　単位を省略することも可。
　例　20

　訪問看護指示書の交付日を記載すること。
　例　20日
　単位を省略することも可。
　例　20

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　多床室入所

　２　制度改正前入所による経過措置

　３　感染症等により医師が必要と判断した

　　従来型個室への入所者（30日以内の者）

　４　居住面積が一定以下

　５　著しい精神症状等により医師が必要と

　　判断した従来型個室への入所者

　当該施設に入所した日を記載すること。
　例　20060501
　（入所日が2006年5月1日の場合）

短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算、
認知症短期集
中リハビリ
テーション実
施加算を算定
する場合

介護保健施設
サービス

退所前後訪問
指導加算

老人訪問看護
指示加算

多床室のサー
ビスコードの
適用理由

　一月内で複数の滞在理
由に該当する場合は、最
初の滞在理由を記載する
こと。
　同時に複数の理由（例
えば感染症等による入所
で居住面積が一定以下）
に該当する場合は、最も
小さい番号を記載するこ
と。

短期入所療養
介護、介護予
防短期入所療
養介護

多床室のサー
ビスコードの
適用理由

　一月内で複数の滞在理
由に該当する場合は、最
初の滞在理由を記載する
こと。
　同時に複数の理由（例
えば感染症等による入所
で居住面積が一定以下）
に該当する場合は、最も
小さい番号を記載するこ
と。

介護福祉施設
サービス、地
域密着型介護
老人福祉施設
サービス

退所前後訪問
相談援助加算

多床室のサー
ビスコードの
適用理由

　一月内で複数の滞在理
由に該当する場合は、最
初の滞在理由を記載する
こと。
　同時に複数の理由（例
えば感染症等による入所
で居住面積が一定以下）
に該当する場合は、最も
小さい番号を記載するこ
と。

看取り介護加
算
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　他科受診を行った日を記載すること（複数
日行われたときは「、」で区切る）。
　例　6、20日
　単位を省略することも可。
　例　6、20

　家庭等への訪問日を記載すること。
　例　20日
　単位を省略することも可。
　例　20

　訪問看護指示書の交付日を記載すること。
　例　20日
　単位を省略することも可。
　例　20

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　多床室入所

　２　制度改正前入所による経過措置

　３　感染症等により医師が必要と判断した

　　従来型個室への入所者（30日以内の者）

　４　居住面積が一定以下

　５　著しい精神症状等により医師が必要と

　　判断した従来型個室への入所者

　通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日
数を、二桁の数字で続けて記載すること。

　例　100302
　（通所サービスを10日、訪問サービスを3
日、宿泊サービスを2日提供した場合）
　例　150000
　（通所サービスを15日提供し、訪問サービ
ス・宿泊サービスを提供しなかった場合）

割引の率を％の記号をつけて記載するこ
　例　5％
　％を省略することも可。
　例　5

　例　ＳＴ／260／5％（サテライト事業所から260分の訪問介護を5％の割引率で実施した場合。）

介護給付費の割引

　複数の適用記載事項がある場合は、表上の掲載順に従って「／」で区切って記載すること。

老人訪問看護
指示加算

多床室のサー
ビスコードの
適用理由

　一月内で複数の滞在理
由に該当する場合は、最
初の滞在理由を記載する
こと。
　同時に複数の理由（例
えば感染症等による入所
で居住面積が一定以下）
に該当する場合は、最も
小さい番号を記載するこ
と。

小規模多機能
型居宅介護、
介護予防小規
模多機能型居
宅介護

小規模多機能
型居宅介護
費、介護予防
小規模多機能
型居宅介護費
（初期加算を
除く）

同日内に複数のサービス
を提供した場合には、そ
れぞれに複数カウントし
た日数を記載すること。

介護療養施設
サービス

他科受診時費
用

退院前後訪問
指導加算
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（別記）

介護保険請求時の福祉用具貸与における商品コード等の
介護給付費明細書の記載について

　介護給付費明細書へ記載するコードについては、テクノエイド協会が付しているＴＡＩＳ
コード又はＪＡＮコードを有している商品についてはいずれかのコードを記載することとす
ること。
　また、両方のコードを有している商品については、どちらのコードを記載しても差し支え
ないこと。

１　（財）テクノエイド協会が構築している福祉用具情報システムに登録をしている商品に
　について
　(1)　既にテクノエイド協会で付している番号の内、企業コード（５桁）及び商品コード
　　（６桁）を左詰で記載すること。その際に企業コードと商品コードの間は「－」でつな
　　ぐこととすること。
　(2)　２以上コードを有している商品については、どの種別で保険請求しているかという観
　　点からコードを記載すること。

２　ＪＡＮコードを取得している商品については、ＪＡＮコードを左詰で記載

３　いずれのコードも有していない商品については、次のとおりローマ字で記載
　(1)　メーカー名と商品名を英字（ヘボン式で大文字）で記載し、その間は「－」でつなぐ
　　こととすること。
　　　なお、最初の１０桁はメーカー名、残りの９桁については商品名とすること。
　(2)　メーカー名の記載については、株式会社等の各企業で共通するような名称を除き、次
　　頁に定める変換方法により英字（ヘボン式で大文字）で記載
　（例）アメリカベッドメディカルサービス株式会社　→　AMERIKABET
            株式会社松本製作所 　　　　　　　　       　 →　MATSUMOTOS
　(3)　商品名の記載については、型番を有している商品については型番を記載し、型番がな
　　い商品については、商品名を別紙に定める変換方法により英字（ヘボン式で大文字）で
　　記載（ヘボン式については次表を参照のこと。）
　（例）自走式車いす    ＡＡ－１２                →　AA－12
          　　　　　　　　アルミ製標準車          → ARUMISEIH

（参考）    ＪＡＮコードとは、「国コード」、「商品メーカーコード」、「商品アイテムコ
　　　　ード」、「チェックデジット」からなる商品識別コードであること。このコードは、
　　　　店舗等で商品に印刷されているバーコードの一つであること。
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①：データを送信したら必ず「送信結果」を確認してください 
 
データを送信したら、伝送通信ソフトの「送信箱」内「送信結果」の各ファイルを選択し、

送受信ボタンを押して「送信結果」を確認してください。なお、送信データは下記【処理の

ながれ】のように、受付処理を行います。また、各処理は表示の時間帯（３０分間隔）で行

いますので、事業所においては、データ送信後、到達確認まで、最長で４０分程度かかりま

す。（例；8：01 送信→8：30 到達→8：40 到達結果の配信） 
 
【処理のながれ】 
 

 データ送信 毎月１日 0：00 から受付締切日の 23：30 までに送信してください 
↓ 

 到 達 確 認  8：00 から 23：30 まで３０分間隔で受付処理が実行（8：00、8：30・・・・・・23：30） 

↓  
 受 付 確 認  翌営業日の１２：００以降 

 
【伝送通信ソフトの送信結果画面】 

 
 
【状態】【到達】【受付】状況説明 
 
【状態】正常終了【到達】○【受付】○（画面では送信ファイル名 KY000309.csv） 

受付が正常状態です。 
【状態】エラー【到達】○【受付】×（画面では送信ファイル名 KY000311.csv） 

外部インターフェイスエラー（※）が発生し、データ受付が行われていません。データ

の再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。 
   ※外部インターフェイスエラー 
     コントロールレコードの処理対象年月が不正 
     ファイル名が規約に沿っていない 
     伝送整理番号中の事業所番号が存在しない 等 
【状態】エラー【到達】× （画面では送信ファイル名 KY000312.csv） 

送信すべきファイルの種類ではない等の理由で全くデータを取り込めなかった状態です。

データの再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。 
【状態】待ち【到達】○ （画面では送信ファイル名 KY000401.csv） 

受付を待っている状態です。翌営業日に受付の確認をしてください。 
【状態】待ち （画面では最下段の送信ファイル名 KY000312.csv  ） 
  データを送信した直後の状態です。３０分後以降に確認してください。 
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② 取消電文について 
 
【作成方法】 

 
 
「送信結果」フォルダ内の取り消したいファイルを選択し、青く反転している状態で右クリ

ックすると画面の状態になります。ここで「送信データ取消」をクリックしてください。 
 
その後、「送信待ち」フォルダをクリックすると「取消電文」（送信ファイル名）が作成さ

れますので、「送受信」ボタンを押して送信してください。 
 
※ 受付に○がついた状態でしたら、取消電文を行わず必ず連合会にご連絡ください。 

 

【確認方法】 

 
 
「取消電文」送信して、翌営業日に、「送信結果」フォルダをクリックし「送受信」ボタン

を押してください。 
上図のように取り消したいファイルの下に、【送信ファイル名】上記電文取消【状態】取

消完了【受付】○ と表示されれば取消処理が正常に完了しています。 
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明細書様式

11 ：訪問介護 様式第二

12 ：訪問入浴介護 様式第二

13 ：訪問看護 様式第二

14 ：訪問リハビリテーション 様式第二

31 ：居宅療養管理指導 様式第二

15 ：通所介護 様式第二

16 ：通所リハビリテーション 様式第二

21 ：短期入所生活介護 様式第三

22 ：短期入所療養介護（介護老人保健施設） 様式第四

23 ：短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 様式第五

33 ：特定施設入居者生活介護 様式六の三

17 ：福祉用具貸与 様式第二

居宅介護支援 43 ：居宅介護支援 様式第七

51 ：介護福祉施設サービス 様式第八

52 ：介護保健施設サービス 様式第九

53 ：介護療養施設サービス 様式第十

特定入所者介護サービス 59 ：特定介護サービス等

71 ：夜間対応型訪問介護 様式第二

72 ：認知症対応型通所介護 様式第二

73 ：小規模多機能型居宅介護 様式第二

32 ：認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 様式第六

38 ：認知症対応型共同生活介護（短期利用） 様式第六の五

36 ：地域密着型特定施設入居者生活介護 様式六の三

54 ：地域密着型介護福祉施設サービス 様式第八

61 ：介護予防訪問介護 様式第二の二

62 ：介護予防訪問入浴介護 様式第二の二

63 ：介護予防訪問看護 様式第二の二

64 ：介護予防訪問リハビリテーション 様式第二の二

34 ：介護予防居宅療養管理指導 様式第二の二

65 ：介護予防通所介護 様式第二の二

66 ：介護予防通所リハビリテーション 様式第二の二

24 ：介護予防短期入所生活介護 様式第三の二

25 ：介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 様式第四の二

26 ：介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 様式第五の二

35 ：介護予防特定施設入居者生活介護 様式第六の四

67 ：介護予防福祉用具貸与 様式第二の二

介護予防支援 46 ：介護予防支援 様式第七の二

74 ：介護予防認知症対応型通所介護 様式第二の二

75 ：介護予防小規模多機能型居宅介護 様式第二の二

37 ：介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 様式第六の二

39 ：介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 様式第六の六

介護保険サービス種類表

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

区分 サービス種類

介
護
給
付

予
防
給
付

居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス
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